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1'1 

じ

め

呉
を
卒
定
し
て
中
園
を
再
統
一
し
た
西
菅
の
武
一
帝
は
、
太
康
年
開
(
二
八
O
J
二
八
九
)
に
所
謂
「
戸
調
之
式
」
を
制
定
し
、
戸
皐
位
に
絹
三

匹
・
綿
三
斤
・
租
四
石
を
牧
取
し
た
。
こ
れ
が
戸
調
制
の
本
格
的
な
開
始
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
先
限
と
し
て
、
建
安
九
年

(二
O
四
)
に
は
、

世
間
操
が
、
醤
裳
紹
支
配
下
の
河
北
地
域
に
封
し
、
戸
ご
と
に
絹
二
匹
・
綿
二
斤
を
牧
取
す
る
こ
と
を
指
令
し
て
お
り
、
戸
調
制
の
起
源
は
、

漢

末
の
曹
操
政
権
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
周
知
の
事
柄
に
属
す
る
。

か
く
て
問
わ
れ
る
べ
き
は
、

戸
調
制
の
成

立
が
漢
代
の
財
務
運
営
の
如
何
な
る
構
造
的
要
因
に
淵
源
す
る
の
か
、

で
あ
る
。



紀
元
前
一
世
紀
前
牢
の
昭
一
帝
期
か
ら
宣
一
帝
一
期
に
か
け
て
成
立
し
た
漢
代
の
財
政
お
よ
び
そ
の
運
営
構
造
は
、
私
見
に
よ
れ
ば
つ
ぎ
の
と
お
り

〔

1
)

で
あ
る
。

兵
役
・
吏
役
な
ど
の
揺
役
を
除
く
漢
代
の
農
民
の
基
本
的
な
園
家
負
捨
に
は
、

租
と
賦
(
更
賦
)
と
が
あ

っ
た
。
租
に
は
牧
穫
物
の
三
十
分

七
歳
か
ら
一
四
歳
ま
で
の
男
女
が
毎
年
二
三
銭
負
捨
す
る
口
銭
、

銭
で
あ
る
過
更
銭
(
更
銭
)
が
あ
り
、
こ
れ
ら
は
一
括
し
て
更
賦
と
呼
ば
れ
た
。

の
一
を
納
入
す
る
田
租
お
よ
び
そ
の
附
加
税
た
る
褒
藁
税
が
あ

っ
た
。
人
頭
税
に
は
一
五
歳
か
ら
五
六
歳
ま
で
の
成
人
男
女
が
毎
年

一
二
O
銭

お
よ
び
成
年
男
子
が
措
う
地
方
的
力
役
た
る
更
揺
の
克
役

負
捨
す
る
算
銭
、

こ
れ
ら
田
租
・
更
賦
を
基
軸
と
す
る
農
民
負
捨
は
、
懸
に
よ

っ
て
園
家
に
牧
取
さ
れ
、
基
本
的
に
は
郡
園
を
皐
位
と
し
て
貯
備
・

蓄
積
さ
れ

中
央
政
府
に
貢
納
さ
れ
、

た
。
こ
の
郡
園
の
貯
備
の
な
か
か
ら
各
郡
園
の
全
人
口
数
に
六
三
銭
を
乗
じ
て
得
ら
れ
た
銭
額
相
嘗
の
財
物
(
鋳
貨
・
絹
島
等
〉
が
各
郡
園
か
ら

こ
れ
が
献
費

・
貢
献

・
賦
な
ど
と
呼
ば
れ
て
組
計
約
四

O
億
銭
(
後
漢
期
約
六

O
億
銭
)
の
中
央

・
大
司
農
財
政
の
基

貢
献
(
獄
費
・
賦
〉
を
基
本
財
源
と
す
る
中
央
政
府
財
政
は
、
時
と
し
て
経
費
不
足
を
来
た
す
こ
と
が
あ
り
、

そ
の
折
に
は
各
郡
園
の
蓄
積
朕
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本
財
源
を
構
成
し
た
。

況
を
勘
案
し
、
適
嘗
な
郡
園
か
ら
必
要
な
経
費
を
臨
時
に
調
達
し
た
。
こ
の
中
央
|
地
方
聞
の
垂
直
的
な
臨
時
的
経
費
調
達
は
委
稔
と
呼
ば
れ

た
。
ま
た
溢
郡
を
中
心
と
す
る
郡
園
か
ら
の
財
政
支
援
依
頼
に
よ

っ
て
、
大
司
農
が
指
令
し
て
郡
園
聞
の
水
卒
的
な
財
政
的
物
流
を
組
織
す
る

こ
と
が
あ
り
、
こ
の
中
央
大
司
農
に
よ
る
地
方
郡
園
経
費
の
臨
時
的
な
調
整
的
物
流
を
調
度
、
ま
た
は
調
均
と
呼
ん
だ
。
こ
の
よ
う
に
漢
代
の

財
政
運
営
は
、
貢
献
・
委
職
・
調
度
を
基
軸
と
す
る
財
政
的
物
流
に
よ
っ
て
組
織
さ
れ
た
。
そ
れ
は
、
郡
圏
の
内
部
で
お
こ
な
わ
れ
る
農
民
的

剰
除
の
直
接
的
な
牧
取
・
蓄
積
と
大
司
農
に
よ
る
中
央
政
府
財
政
お
よ
び
全
園
的
財
務
運
営
に
よ
る
財
物
の
再
分
配
と
の
二
つ
の
居
次
か
ら
構

成
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
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を
む
か
え
、

上
記
の
よ
う
な
漢
代
の
財
政
構
造

・
運
営
・
再
分
配
方
式
は
、
建
安
年
聞
の
曹
操
政
権
下
に
お
け
る
戸
調
制
の
導
入
に
よ
っ
て
大
き
な
轄
機

西
菅
・
南
北
朝
期
の
戸
調
制
を
基
軸
と
す
る
財
務
運
営
に
轄
換
し
て
い
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
従
前
の
諸
研
究
は
、
農
民
的
剰
融



490 

の
直
接
的
な
枚
取
形
態
と
し
て
の
戸
調
制
に
限
定
さ
れ
て
お
り
、
戸
調
制
を
基
軸
と
す
る
財
務
運
営
の
あ
り
か
た
、
と
り
わ
け
そ
の
中
心
と
な

る
中
央
経
費
の
構
成
方
式
と
戸
調
制
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
充
分
な
認
識
を
獲
得
す
る
に
は
い
た

っ
て
い
な
い
。

し
た
が

っ
て
ま
た
、
こ
の

よ
う
な
漢
代
の
財
政
構
造
に
淵
源
す
る
戸
調
制
下
の
財
務
運
営
の
成
立
過
程
に
つ
い
て
も
充
分
な
検
討
が
な
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
が
た
い
。

小
論
の
課
題
は
、
農
民
的
剰
徐
の
直
接
的
な
牧
取
形
態
と
し
て
の
戸
調
制
の
賀
態
と
中
央
経
費
の
構
成
方
式
の
特
質
と
の
分
析
を
つ
う
じ
て
、

漢
代
の
祉
舎
と
財
務
運
営
の
あ
り
方
に
深
く
淵
源
す
る
戸
調
制
の
成
立
過
程
を
解
明
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。

議
論
を
展
開
す
る
前
提
と
し
て
、
こ
れ
ま
で
に
蓄
積
さ
れ
て
き
た
戸
調
制
成
立
に
つ
い
て
の
諸
見
解
に
ふ
れ
て
お
こ
う
。
議
論
の
特
徴
は
、

す
べ
て
の
論
者
が
、
戸
調
は
漠
代
の
算
賦
・
口
賦
を
代
替
し
て
成
立
し
た
も
の
と
考
え
て
い
る
貼
に
あ
る
。
そ
こ
か
ら
野
中
敬
が
概
括
す
る
よ

う
に
、
①
人
頭
課
税
か
ら
戸
単
位
課
税
へ
、
②
貨
幣
徴
牧
か
ら
布
自
生
産
物
徴
牧
へ
の
饗
化
が
そ
の
制
度
的
特
徴
と
し
て
指
摘
さ
れ
る
に

い
た

(

2

)

 

る
。
た
と
え
ば
最
初
の
言
及
者
で
あ
る
と
思
し
い
岡
崎
文
夫
は
、

「
恐
ら
く
漢
の
算
賦
制
に
代
わ
っ
て
案
出
せ
ら
れ
た
も
の
」
で
、
戸
調
制
の
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性
質
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
①
漢
の
算
賦
が
人
頭
税
で
銭
納
で
あ
っ
た
の
を
絹
由
m
の
質
物
納
と
し
、

②
こ
れ
を
戸
に
課
し
て
統
治
者
の
権
力

を
強
制
し
た
こ
と
の
二
貼
を
考
慮
す
る
必
要
が
あ
り
、

こ
れ
は
郷
村
自
治
制
の
崩
壊
に
と
も
な
っ
て
起
こ

っ
た
課
税
の
方
法
で
あ

っ
た
と
指
摘

し
て
い
る
(
『
貌
耳
目
南
北
朝
通
史
』
弘
文
堂
、

一
九
三
二
年
、
五
八一

J
五
八
三
頁
〉
。

以
後
の
多
く
の
論
者
は

基
本
的
な
認
識
と
し
て
同
様
の
理
解

を
示
し
て
い
る
。

た
だ
、
二
つ
の
論
結
'
の
歴
史
的
恨
擦
に
つ
い
て
は
、
論
者
に
よ
っ
て
見
解
を
異
に
す
る
場
合
が
あ
る
。
人
身
か
ら
戸
単
位
へ
の
鑓
化
に
つ

い

て
は
、
松
本
義
国
海

・
曾
我
部
静
雄
は
、
漢
末
の
戦
飽
に
よ
る
人
口

・
土
地
調
査
の
困
難
に
よ
っ
て
、
比
較
的
把
握
し
や
す
い
戸
単
位
の
課
税
へ

(

3

)

 

輔
換
し
た
と
説
き
、
西
嶋
定
生
は
、

豪
族
に
よ
る
農
民
の
謄
括
と
そ
れ
に
よ
る
園
家
権
力
の
退
歩
と
を
防
止
し
、
農
民
を
園
家
権
力
の
も
と
に

(

4

)

 

再
吸
牧
す
る
た
め
に
農
民
把
握
の
緩
和
を
必
要
と
し
た
た
め
と
述
べ
る
。

貨
幣
か
ら
生
産
物
納
入
へ
の
鑓
化
に
つ
い
て
も
、

西
嶋
は
、
貨
幣
経
済
の
表
、
退
と
現
物
経
済
の
準
展
に
劉
躍
す
る
も
の
で
あ
る
と
し
、
藤
元

光
彦
も
銭
納
税
制
に
よ
る
小
農
層
の
渡
落
を
反
省
し
て
現
物
納
へ
轄
換
さ
せ
、
布
吊
が
貨
幣
機
能
を
果
た
す
こ
と
を
意
園
し
た
も
の
と
述
、へ

て



(

5

)

 

い
る
。
や
や
視
角
を
異
に
す
る
が
、
堀
敏
一
も
、
戸
調
が
絹
・
綿
を
と
っ
た
の
は
、
穀
物
を
と
る
田
租
と
組
み
あ
わ
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

(

6

)

 

農
業
と
家
内
工
業
と
が
結
合
し
た
農
民
の
自
給
自
足
経
済
を
牧
奪
の
基
礎
と
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
と
と
ら
え
て
い
る
。

ま
た
別
に
野
中
敬
は
、
戸
調
制
は
、

漢
末
の
生
産
の
場
の
崩
壊
を
う
け
て
、
動
農
地
着
政
策
と
表
裏
一
瞳
関
係
の
も
と
に
、
「
男
耕
女
績
」

原
則
に
基
づ
く
小
農
民
の
戸
車
位
に
、
任
土
作
貢
原
則
に
基
づ
く
布
吊
を
強
制
的
に
課
す
こ
と
で
、
生
産
の
場
で
あ
る
共
同
盟
を
再
建
し
よ
う

と
意
一
圃
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
、
岡
崎
文
夫
の
村
落
自
治
崩
壊
に
よ
る
権
力
強
制
読
を
共
同
瞳
再
建
と
い
う
新
た
な
視
角
か
ら
補
強
し
て

(
7〉

し
る
。こ

れ
ら
諸
研
究
は
、
戸
調
制
成
立
期
の
直
接
的
な
短
期
的
要
因
に
つ
い
て
の
考
察
で
あ
り
、

い
ま
少
し

E
硯
的
な
長
期
嬰
動
の
も
と
に
考
察

す
る
必
要
が
あ
る
。
戸
車
位
牧
取
へ
の
襲
化
に
つ
い
て
い
え
ば
、
漢
代
に
あ
っ
て
も
租
税
納
入
の
皐
位
は
戸
(
世
帯
)
単
位
で
あ
り
、

生
産
物

納
入
に
つ
い
て
も
銭
額
に
相
嘗
す
る
布
島
な
ど
の
現
物
枚
取
が
前
漢
以
来
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
漢
末
に
顛
在
化
し
た
と
は
い
え
戸

調
制
そ
の
も
の
の
淵
源
を
謹
明
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
と
関
連
し
て
貨
幣
経
済
か
ら
自
然
経
済
へ
の
蟹
化
を
原
因
視
す
る
の
も
問
題
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が
あ
る
。
漢
か
ら
六
朝
へ
の
轄
換
は
、
貨
幣
経
済
か
ら
自
然
経
済
へ
の
表
、
退
で
は
な
く
、
鋳
造
貨
幣
基
軸
か
ら
絹
島
な
ど
の
現
物
貨
幣
基
軸
へ

(

8

)

 

の
貨
幣
経
済
の
轄
換
で
あ
る
。

戸
調
制
の
成
立
過
程
を
探
る
に
は
、
漢
末
三
園
期
に
直
接
的
な
要
因
を
探
す
よ
り
は
、
漢
代
の
制
度
そ
の
も
の
、
あ
る
い
は
そ
の
土
蓋
を
な

し
た
枇
舎
が
は
ら
ん
で
い
た
内
在
的
要
因
か
ら
説
明
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

こ
の
黙
で
注
目
す
べ
き
論
駐
を
提
示
し
て
い
る
の
が
、

唐
長
講
と
重

近
啓
樹
で
あ
る
。

唐
長
孫
は
、
戸
調
制
は
前
漢
時
代
の
調
に
由
来
す
る
と
と
ら
え
る
。
唐
氏
に
よ
れ
ば
、
前
後
漢
期
の
調
は
、
連
費
な
ど
の
切
迫
し
た
需
要
を

ま
か
な
う
調
度
お
よ
び
調
設
の
意
味
だ
け
を
も
ち
、
あ
ら
ゆ
る
物
品
を
任
意
に
徴
設
で
き
た
。
後
漢
初
年
に
は
、
調
は
す
で
に
人
民
の
経
常
的

な
負
捨
と
な
っ
て
い
た
が
、

し
か
し
そ
の
額
と
納
入
物
資
の
規
定
は
ま
だ
な
か
っ
た
。

一
方
、
算
賦

・
口
賦

・
更
賦
な
ど
の
賦
銭
も
後
漢
末
に
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は
絹
布
な
ど
の
買
物
納
入
に
か
わ
り
、
調
と
区
別
が
つ
か
な
く
な

っ
た
。
曹
操
が
は
じ
め
て
二
者
を
統
合
し
、
調
を
固
定
化
・
普
遍
化
し
て
算
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賦

・
口
賦

・
更
賦
に
代
替
し
た
の
で
あ
る
(
「
貌
青
戸
調
制
及
其
演出焚」

『
貌
菅
南
北
朝
史
論
叢
』
一
一一聯
書
庖
、
一
九
五
五
年
)
。

唐
氏
が
漢
代
の
調
設

・
調
度
に
着
目
し
た
の
は
、
戸
調
の
成
立
の
解
明
に
と

っ
て
劃
期
的
な
前
進
で
あ

っ
た
。
調
度
は
、
す
で
に
明
ら
か
に

し
た
よ
う
に
、
中
央
政
府

・
大
司
農
を
指
令
的
媒
介
と
し
て
各
郡
園
聞
の
財
政
調
整

・
再
分
配
を
お
こ
な
う
水
卒
的
な
財
政
的
物
流
で
あ
り
、

毎
年
末
の
中
央
経
常
経
費
調
達
方
式
で
あ
る
賦
(
献
費

・
貢
献
)
、

る
委
職
と
と
も
に
、
制
度
化
さ
れ
た
財
政
的
物
流
の
一
環
で
あ
る
。
戸
調
が
漢
代
の
調
度
制
度
を
一
つ
の
淵
源
に
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で

中
央
政
府
の
経
費
需
要
を
地
方
郡
園
か
ら
随
時
に
調
達
す
る
垂
直
的
物
流
た

は
あ
る
が
、
戸
調
は
別
に
農
民
経
営
か
ら
の
直
接
的
な
税
物
徴
牧
と
そ
の
中
央
経
費
化
の
二
重
の
側
面
を
も

っ
て

い
る
。
ま
た
賦
銭
は
前
漢
期

か
ら
質
物
納
入
が
可
能
と
な
っ
て
お
り
、
後
漢
末
に
な
っ
て
調
と
の
融
合
候
件
が
で
き
た
わ
け
で
は
な
い
。
調
護

・
調
度
を
意
味
す
る
調
が
た

だ
ち
に
戸
調
の
源
流
と
な
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
も
う
少
し
別
の
媒
介
が
必
要
で
あ
る
。

こ
の
別
の
媒
介
に
つ
い
て
興
味
深
い
示
唆
を
お
こ
な
っ
た
の
が
重
近
啓
樹
で
あ
る
。

重
近
は
、

漢
代
郷
里
祉
舎
の
階
層
差
の
披
大
と
と
も
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に
、
武
一
帝
期
以
後
、
臨
時
財
産
税
と
い
う
形
の
不
均
等
課
税
が
重
要
な
意
味
を
も
ち
は
じ
め
、
後
漢
に
は
い
っ
て
階
層
分
化
が
一

一層
抜
大
す
る

(
9〉

と
と
も
に
、

戸
の
自
立
化
が
準
展
し
、
人
頭
税
的
牧
奪
が
戸
等
的
牧
奪
へ
移
行
し
て
ゆ
き
、
曹
貌
・
西
E

日
の
戸
調
制
を
準
備
し
た
と
論
じ
る
。

算
賦
の
均
等
課
税
に
並
行
し
て
臨
時
の
不
均
等
課
税
が
出
現
し
、
戸
調
に
轄
化
し
て
ゆ
く
と
い
う
指
摘
は
、
特
筆
す
べ
き
論
酷
で
あ
る
。
し
か

し
そ
の
具
躍
的
な
輔
化
過
程
は
、

不
均
等
課
税
の
出
現
過
程
が
跡
づ
け
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
十
分
に
論
誼
さ
れ
て
は
い
な
い
し
、

ま
た
戸
調
が

そ
の

一
面
で
中
央
財
源

・
経
費
の
調
達
方
式
で
あ
っ
た
こ
と
も
み
の
が
さ
れ
て
い
る
。

戸
調
制
は
、
漢
代
の
不
均
等
賦
課
を
と
も
な
う
臨
時
財
産
税
を
一
つ
の
淵
源
と
す
る
と
と
も
に
、

ま
た
調
度
制
度
を
は
じ
め
と
す
る
中
央
経

費
の
調
達
方
式
を
も
そ
の
前
身
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

は
、
賦
数
と
呼
ば
れ
る
物
資
や
経
費
の
調
達
方
式
が
贋
く
確
認
さ
れ
る
。
こ
の
賦
敢
に
つ
い
て
、
そ
の
質
憧
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
通
じ
て

戸
調
制
は
、

こ
の
二
に
し
て
一
な
る
そ
ノ
に
淵
源
す
る
。

果
た
し
て
漢
代
社
舎
に

戸
調
の
成
立
を
明
ら
か
に
し
て
み
た
い
。



西
五
日
期
の
戸
調
制
度

漢
代
の
賦
飲
が
戸
調
制
の
淵
源
を
な
す
こ
と
を
論
じ
る
前
提
と
し
て
、

ま
ず
そ
の
終
着
貼
で
あ
る
西
耳
目
期
の
戸
調
制
度
に
つ
い
て
確
認
し
て

お
き
た
い
。

西
E

目
期
の
戸
調
制
に
つ
い
て
第
一
に
確
認
す
べ
き
は
、

そ
の
戸
田
早
位
課
税
額
で
あ
る
絹
三
匹
・

綿
三
斤
・
租
四
石
が
何
を
意
味
す
る
か
、

で

あ
る
。
端
的
に
言
っ
て
そ
れ
は
、
各
郡
園
単
位
に
租
税
を
中
央
化
し
、
中
央
政
府
財
政
を
構
成
す
る
に
あ
た

っ
て
の
一
律
賦
課
基
準
額
で
あ
っ

た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

『
初
事
記
』
巻
二
七
絹
僚
に
引
く
「
音
故
事
」
に
つ
ぎ
の
ご
と
く
あ
る
。

民
丁
の
課
回
は
一
夫
ハ
戸
)
五

O
畝
で
あ
り
、
そ
れ
に
封
膳
す
る
枚
取
は
戸
ご
と
に
租
四
餅
・
絹
三
疋

・
綿
三
斤
で
あ
る
。

諸
侯
園
に
属
す
る
農
民
に
つ
い
て
は
、
す
べ
て
租
穀
を
毎
畝

一
斗
減
ら
し
、
減
額
分
を
総
計
し
て
諸
侯
園
に
興
え
る
。
課
田
に
射
す
る
戸

調
の
絹
三
疋
の
な
か
か
ら
一
疋
を
分
割
し
、
そ
の
絹
を
諸
侯
の
秩
旅
に
充
て
る
。
さ
ら
に
戸
調
の
民
租
四
餅
の
な
か
か
ら
二
餅
を
分
割

し
、
こ
れ
を
諸
侯
の
俸
様
に
充
て
る。

そ
れ
以
外
の
民
租
二
餅
お
よ
び
戸
絹
二
疋

・
綿
三
斤
は
す
べ
て
公
賦
と
し
、
九
等
組
の
匡
分
を
一
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律
に
し
て
、
奮
来
の
規
定
ど
お
り
、
す
べ
て
園
家
に
納
入
す
る

(
凡
民
丁
課
回
夫
五
十
畝
、
牧
租
四
斜
・
絹
三
疋

・
綿
三
斤
。
凡
属
諸
侯
、
皆
減
租

穀
畝
一
斗
、
計
所
滅
以
培
諸
侯
。
絹
戸
一
疋
、
以
其
絹
魚
諸
侯
秩
。
叉
分
民
租
戸
二
斜
、
以
篤
侯
奉
。

其
徐
租
及
奮
調
絹
二
疋
綿
三
斤
、

登
震
公
賦
。

九
品

相
通
、
皆
総
入
於
官
、
自
如
奮
制
)

こ
の
「
耳
目
故
事
」
は
、
末
尾
に
「
そ
れ
以
外
の
民
租
二
餅
お
よ
び
戸
絹
ニ
疋
・
綿
三
斤
は
す
べ
て
公
賦
と
し
、
九
等
級
の
匡
分
を

一
律
に
し

て
、
奮
来
の
規
定
ど
お
り
、
す
べ
て
国
家
に
納
入
す
る
」
と
あ
る
よ
う
に
、
亙
日
朝
中
央
政
府
と
諸
侯
固
と
の
聞
の
戸
調
分
割
比
率
を
定
め
た
も

一
戸
あ
た
り
租
二
餅
・
絹
二
疋
・
綿
三
斤
が
公
賦
と
し
て
貢
納
さ
れ
、
中
央
政
府
財

の
で
あ
る
。

王
園
か
ら
は
、
諸
侯
の
俸
秩
分
を
除
い
て
、
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源
を
構
成
し
た
。
そ
の
際
に
「
九
品
あ
い
逼
じ
て
」
と
あ
る
よ
う
に
、
公
賦
は
九
等
級
医
分
に
か
か
わ
り
な
く

一
律
化
し
て
貢
納
さ
れ
た
の
で
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(

叩

)

あ
る
。王

園
以
外
の
郡
で
は

「
音
故
事
」
前
段
に
あ
る
よ
う
に

一
戸
あ
た
り
租
四
餅
・

絹
三
疋
・
綿
三
斤
が
貢
納
さ
れ、

中
央
政
府
財
源
を
構

成
し
た
。

つ
ま
り
、

呂
田
朝
中
央
政
府
は

各
郡
か
ら
は
各
郡
の
支
配
戸
数
に
租
四
餅

・
絹
三
疋
・
綿
三
斤
を
乗
じ
て
中
央
化
額

(公
賦
)
を
決

定
し
、

各
王
園
か
ら
は
各
王
閣
の
支
配
戸
数
に
租
二
餅
・
絹
二
疋
・
綿
三
斤
を
乗
じ
て
中
央
化
額
(
公
賦
)
を
決
定
し、

各
郡
園
か
ら
貢
納
さ

れ
る
財
物
総
世
に
よ
っ
て
中
央
政
府
の
基
幹
財
源
|

|
公
賦
を
構
成
し
た
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ

て、

郡
内
も
し
く
は
王
圏
内
に
お
け
る
戸
調

の
直
接
的
な
牧
取
は
、
中
央
政
府
の
直
接
に
開
興
す
る
と
こ
ろ
で
は
な
く
、
各
郡
圏
内
部
で
は
、
各
戸
一

律
賦
課
方
式
を
と
ら
ず
、
九
等
級
に

区
分
し
て
牧
取
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
各
郡
圏
内
部
の
牧
取
に

つ
い
て
は
の
ち
に
述
べ

る。

郡
が
貢
納
単
位
と
な
っ
て
中
央
財
源
を
構
成
し
た
こ
と
は

『耳
目
書
』
巻
二
六
食
貨
志
に
「
ま
た
戸
調
の
法
を
制
定
し
た
。

丁
男
が
戸
主
で

あ
る
場
合
、
戸
ご
と
に
絹
三
匹
・
綿
三
斤
(
お
よ
び
租
四
斜
「
青
故
事
」
〉
を
納
め
、
丁
女
及
び
衣
丁
男
が
戸
主
で
あ
る
場
合
は
、
そ
の
字
額
と
す
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る。

法
郡
の
中
に
は
そ
の
三
分
の

遠
方
法
郡
の
中
に
は
三
分
の
一
と
す
る
と
こ
ろ
も
あ
る
ハ
叉
制
戸
調
之
式
。
丁
男
之
戸、

戸
輪
絹
三
匹

・
綿

三
斤
、
女
及
次
丁
男
篤
戸
者
半
輪
。
其
諸
逸
郡
或
三
分
之
二
、
遼
者
三
分
之
一
)
」
と
あ
っ
て
、

所
謂
「
戸
調
之
式
」

に
謹
郡
規
定
が
あ
る
こ
と
か
ら
分

か
る
。

す
な
わ
ち
、

丁
男
戸
の
規
定
は
内
郡
か
ら
中
央
へ
貢
納
す
る
際
の
戸
単
位
基
準
額
で
あ
り
、

連
郡
か
ら
の
戸
車
位
基
準
額
は

絹

匹
・
綿
二
斤
の
場
合
と
遠
方
漫
郡
の
絹
一
匹
・
綿
一
斤
の
場
合
と
が
規
定
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

組
じ
て
言
え
ば
、
公
賦
|
|
中
央
財
源
は
、
今
日
知
り
う
る
限
り
で
は
内
郡
・
謹
郡
・
溢
遠
郡
・
王
園
の
四
種
の
戸
単
位
枚
取
基
準
が
設
定

さ
れ
、
そ
れ
に
各
郡
園
の
支
配
戸
数
を
乗
じ
て
得
ら
れ
た
貢
納
糟
額
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

と
に
指
定
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。

第
二
に
指
摘
す
べ
き
は
、
各
郡
園
か
ら
の
貢
納
、
す
な
わ
ち
中
央
財
源
化
に
あ
た

っ
て
は
、
中
央
が
必
要
と
す
る
反
物
・

物
資
が
郡

・
鯨
ご

「上
禁
郡
及
び
卒
陽
郡
は
上
腕
二
十
二
斤
、

『
太
卒
御
覧
』
巻
九
九
五
・

百
井
部
二
腕
僚
に
引
く
菅
令
に、

下
腕
三
十
六
斤
を
納
め
て
、
絹
一
疋
に
嘗
て
る

(
其
上
黛
及
卒
陽
輪
上
蹴
二
十
二
斤
、
下
廊
三
十
六
斤
、
蛍
絹
一
疋
〉
」
と
あ
り
、
ま
た

『
太
卒
御
覧
』

巻
九
九

O
に
引
く
『
停
子
』
に

「
先
王
の
櫨
制
で
は
、

全
園
土
の
九
つ
の
州
ご
と
に
賦

(
貢
納
物
)
を
異
に
し
た
が
、

天
地
自
然
が
生
育
し



な
い
も
の
を
賦
と
す
る
に
つ
い
て
は
、
君
子
は
躍
制
と
は
認
め
な
か
っ
た
。
河
内
郡
諸
燃
の
場
合
、
北
山
か
ら
は
る
か
遠
く
に
離
れ
て
い
る
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
各
お
の
上
禁
郡
の
員
人
参
の
上
級
品
十
斤
、

下
級
品
五
十
斤
を
調
と
し
て
天
子
に
貢
納
し
て
い
る
。
調
と
し
て
貢
納
す
る
も

の
が
そ
の
地
に
生
育
す
る
も
の
で
は
な
く

民
衆
は
こ
れ
に
苦
し
ん
で
い
る
(
先
王
之
制
、
九
州
異
賦
。
天
不
生
、
地
不
養
、
君
子
不
以
魚
種
。
若
河

内
諸
豚
、
去
北
山
紹
速
、
而
各
調
出
御
上
黛
員
人
参
上
者
十
斤
、
下
者
五
十
斤
。
所
調
非
所
生
、
民
以
信用
患)」

と
あ

る。

こ
こ
で
は
賦
が
調
と
同
義
に
用

い
ら
れ
て
お
り
、
賦
H
調
が
古
の
州
や
西
音
の
郡
を
単
位
に
貢
納
さ
れ
た
こ
と
を
明
示
し
て
い
る。

反
物
・
物
資
が
指
定
さ
れ
た
場
合
、
絹

一
匹
を
基
準
と
し
て
そ
の
換
算
率
が
規
定
さ
れ
た
。
上
黛
郡
・

卒
陽
郡
の
麻
糸
が
絹
一
匹
と
換
算
さ

れ
た
こ
と
は
上
記
の
『
太
卒
御
覧
』
所
引
耳目
令
に
明
ら
か
で
あ
る
。

ま
た
『
初
皐
記
』
巻
二
七
絹
僚
に
引
く
菅
令
に
も、

山
園
で
縁
を
納
め
て
絹
に
嘗
て
る
場
合
、

及
び
そ
の
他
の
土
地
で
疎
布
を
納
め
て
絹
綿
に
嘗
て
る
場
合
、

「趨
郡

・
中
山
・
常

鎌

一
匹
を
絹
六
丈
ハ
一
匹
二
丈
)
に

嘗
て
、
疎
布
六
丈
を
納
め
て
絹
一
匹
に
嘗
て
、
絹
一
疋
を
納
め
て
綿
三
斤
に
嘗
て
る

(其
趨
郡
・
中
山
・
常
山
園
験
線
蛍
絹
者
、
及
鈴
鹿
常
輪
錬
布
嘗
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綿
絹
者
、
鎌
一
匹
嘗
絹
六
丈
、
疎
布
六
丈
蛍
絹
一
匹
、
絹
一
疋
賞
綿
三
斤
(
二
句
奮
作
疎
布
一
疋
嘗
絹

一
匹
絹
一
疋
嘗
綿
二
斤。

今
錬
王
園
維
『
穆
幣
』
te下
所

設
而
改
正
)
〉
」
と
あ
る
。
「
膏
故
事
」
や
「
戸
調
之
式
」
が
絹
綿
の
枚
取
の
み
を
記
述
す
る
の
は
、
他
で
も
な
く
絹

一
匹
を
基
軸
単
位
と
し
て
中

央
経
費
・
財
務
が
構
成
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。

『親
書
』
食
貨
志
向

(
日
)

の
北
競
統
治
下
の
全
三
八
州
に
つ

い
て、

綿

・
絹
・
紙
の
貢
納
地
と
腕
布
の
貢
納
地
と
を
指
定
し
て
い
る
。
恐
ら
く
は
西
耳目
期
に
あ
っ
て
も
、

こ
の
貼
に
つ
き
西
耳
目
期
の
事
例
は
断
片
的
で
あ
る
が
、
北
貌
の
事
例
が
参
考
に
な
る
。

太
和
期
ハ
四
七
七
J
四
九
九
)

第
一
に
全
圏
各
郡
園
ご
と
に
絹
・
総
の
貢
納
地
と
腕
布
の
貢
納
地
と
を
指
定
し
、
つ
い
で
絹

一
匹
を
換
算
基
準
と
し
て
中
央
政
府
が
必
要
と
す

る
様
ざ
ま
な
物
産
を
各
産
地
の
郡
勝
に
指
定
し
て
貢
納
さ
せ
、

中
央
財
政
の
基
幹
部
分
を
構
成
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

公
賦
す
な
わ
ち
中
央
財
政
の
構
成
は
、

上
述
の
と
お
り
戸
単
位
に
郡
園
ご
と
に
構
成
さ
れ
た。

で
は
郡
圏
内
部
で
は
ど
の
よ
う
な
戸
調
が
寅

施
さ
れ
た
の
か
。
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郡
圏
内
で
は
、
師
怖
が
主
盟
と
な

っ
て
各
戸
の
家
産
の
銭
額
評
債

(
貨
)
を
お
こ
な
っ
て
貧
富
九
等
に
匡
分
し、

戸
単
位
に
累
進
課
税
し
た
と
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考
え
ら
れ
る
。
戸
調
が
家
産
評
債
額
に
よ
る
差
等
に
よ

っ
て
枚
取
さ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
唐
長
講

・
堀
敏
一
等
が
前
掲
論
文
の
中
で
す
で

(

ロ

)

に
指
摘
し
て
い
る
。
さ
き
に
見
た
「
音
故
事
」
の
記
述
は
、
郡
圏
内
部
で
は
戸
調
が
九
等
級
に
匿
分
し
て
牧
取
さ
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

九
等
の
直
分
基
準
は
、
各
戸
の
資
産
評
債
額
で
あ
る
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
充
分
な
西
音
期
の
史
料
が
残
さ
れ
て
い
な
い
。

=
二
七
年
の
東
E

田
中
興
後
ま
も
な
く
、
句
容
豚
令
と
な
っ
た
劉
超
の
事
例

が
、
わ
ず
か
に
あ
る
。

例
年
の
租
税
賦
諜
に
際
し
、
纏
嘗
者
が
つ
ね
に
自
ら
四
方
に
出
か
け
、
百
姓
の
家
産
評
債
を
お
こ
な

っ
た
。

劉
超
が
豚
令
に
な
る
と
、
た

百
姓
そ
れ
ぞ
れ
に
家
産
の
自
己
申
告
書
を
書
か
せ
、
投
函
し
終
わ
っ
て
か
ら
燃
に

だ
大
き
な
箱
を
作
っ
て
村
ご
と
に
設
置
し
た
だ
け
で
、

迭
付
さ
せ
た
。

百
姓
が
事
賞
に
基
づ
い
て
申
告
し
た
の
で
、
課
税
政
入
は
例
年
を
上
回
っ
た
。

(常
年
賦
税
、
主
者
常
自
四
出
、
結
評
百
姓
家

『
耳
白
書
』
各
七
O
劉
超
俸
)

(
日
)

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
恐
ら
く
は
西
督
以
来
、
問
燃
が
主
睦
と
な
っ
て
、
各
戸
の
家
産
評
債
額
に
も
と
ごつい
て
課
税
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

質
。
至
超
、
但
作
大
函
、
邸
別
付
之
、
使
各
白
書
家
産
、
投
函
中
詑
、
迭
還
蘇
。
百
姓
依
賞
投
上
、
謀
総
所
入
、
有
険
常
年
。

ま
た
『
音
書
』
巻
一

O
四
石
勤
載
記
上
に
よ
れ
ば
、

「
石
勤
は
、
幽
州
・
翼
州
が
次
第
に
平
定
さ
れ
て
き
た
の
を
う
け
、
始
め
て
州
郡
に
下
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命
し
て
民
戸
の
家
産
を
検
分
評
債
さ
せ
、
戸
ご
と
に
貸
絹
二
匹

・
租
二
餅
を
牧
取
し
た
(
勃
以
幽
糞
漸
卒
、
始
下
州
都
、
閲
貧
人
戸
、
戸
賀
二
匹
、
租

二
斜
〉
」
と
あ
る
。
湯
球
『
十
六
園
春
秋
輯
補
』
巻
一
二
後
越
録
二
は
、
こ
の
記
事
を
西
音
感
一
帝
の
建
輿
元
年
か
ら
三
年
三
二
三
J
一
三
五
)
の

聞
に
繋
年
し
て
い
る
。
石
勤
の
租
税
賦
課
方
式
は
、

西
音
を
襲
う
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
簡
略
な
表
現
に
な

っ
て
い
る
た
め
、
あ
た
か
も

全
て
の
戸
か
ら
直
接
一
律
に
絹
二
匹
・
租
二
石
が
牧
取
さ
れ
た
か
の
ご
と
く
で
あ
る
が
、
貸
絹
と
あ
る
よ
う
に
、
貫
際
に
は
各
鯨
で
各
戸
の
家

産
評
債
額
に
も
と
づ
く
累
進
課
税
が
お
こ
な
わ
れ
、
そ
れ
を
各
州
郡
か
ら
一
戸
あ
た
り
絹
二
匹

・
租
二
石
の

一
律
基
準
で
中
央
に
貢
納
さ
せ
た

(

M

)

 

の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
西
音
期
の
過
郡
と
王
圏
か
ら
の
公
賦
貢
納
規
定
に
相
嘗
す
る
も
の
で
あ
り
、
建
園
過
程
に
お
け
る
緩
和
措
置
を
示
す

も
の
で
あ
る
。

以
上
の
考
察
を
ま
と
め
て
つ
ぎ
に
進
も
う
。
西
音
期
の
戸
調
制
は
、
鯨
段
階
に
お
け
る
直
接
的
な
租
税
枚
取
と
そ
れ
ら
牧
取
物
を
基
礎
に
郡



園
皐
位
に
中
央
に
公
賦
と
し
て
貢
納
す
る
こ
つ
の
屠
次
に
分
か
れ
て
い
た
。
鯨
段
階
で
は
、
農
民
各
戸
の
家
産
評
債
額
に
も
と
づ
い
て
九
等
級

に
匿
分
し
、
累
進
課
税
が
お
こ
な
わ
れ
、
税
物
は
地
方
に
貯
備
さ
れ
た
。
こ
の
累
進
課
税
の
寅
態
は
今
の
と
こ
ろ
不
明
で
あ
る
。
こ

の
地
方
貯

備
の
中
か
ら
中
央
政
府
財
源
が
公
賦
と
し
て
構
成
さ
れ
る
。
公
賦
の
貢
納
に
際
し
て
は
、

一
般
内
郡
で
は
各
郡
の
支
配
戸
敢
に
一
戸
あ
た
り
租

四
餅
・
絹
三
疋
・
綿
三
斤
を
乗
じ
て
中
央
化
額
(
公
賦
)
を
決
定
し
た
。

こ
の
ほ
か
王
園
や
漣
郡
か
ら
の
貢
納
に
つ
い
て
は
別
に

一
戸
あ
た
り

の
戸
調
基
準
が
規
定
さ
れ
、

そ
れ
に
も
と
づ
い
て
公
賦
が
貢
納
さ
れ
た
。
ま
た
中
央
化
に
際
し
て
は
、
絹
一
匹
を
基
軸
畢
位
と
し
、
中
央
政
府

が
必
要
と
す
る
網
以
外
の
物
資
・
反
物
に
換
算
し
て
貢
納
さ
せ
た
。
中
央
政
府
は
、
全
園
の
登
録
支
配
戸
数
を
把
握
す
る
こ
と
に
よ
り
、
皐
純

計
算
に
よ
っ
て
そ
の
基
本
財
政
規
模
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

漢
代
と
の
劉
比
で
言
え
ば
、

各
郡
園
の
全
人
口
敷
に
六
三
銭
を
乗
じ
て
公
賦
ハ
貢
献
〉
額
が
決
定
さ
れ
た
の
に
封
し
、

西
音
戸
調
制
で
は
各

郡
園
の
支
配
戸
数
に
一
戸
あ
た
り
租
四
餅
・
絹
三
疋
・
綿
三
斤
を
乗
じ
て
中
央
化
額
(
公
賦
)
を
決
定
し
た
。

す
な
わ
ち
鏡
を
基
軸
と
す
る
中
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央
財
源
の
構
成
か
ら
絹
を
基
軸
単
位
と
す
る
貢
納
へ
と
拙
変
化
し
た
の
で
あ
る
。

で
は
こ
の
襲
化
は
ど
の
よ
う
に
し
て
起
こ
っ
た
の
か
。
考
察
の

て
が
か
り
は
、
賦
放
と
呼
ば
れ
る
漢
代
枇
舎
に
贋
く
存
在
し
た
銭
物
の
徴
護
慣
行
に
あ
る
。

漢

代

の

賦

歓

(

一

)

漢
代
地
方
祉
舎
に
お
け
る
賦
飲
の
意
味

戟
園
秦
漢
期
の
史
料
に
は
賦
放
な
る
言
葉
が
頻
出
す
る
。
一
般
的
で
あ
る
が
故
に
、

そ
の
意
味
に
つ
い
て
充
分
な
検
討
を
加
え
た
研
究
は
な

い
。
管
見
の
限
り
で
言
え
ば
、
た
だ
宮
崎
市
定
・
山
田
勝
芳
に
言
及
が
あ
る
に
過
ぎ
な
い
。
南
氏
は
、
桓
語
『
新
論』

の
「
漢
の
宣
一
帝
一
以
来
、

百
姓
か
ら
の
賦
放
は
、

一
年
聞
に
四

O
億
銭
で
あ
る
(
漢
定

2
5
以
来
、
百
姓
賦
鉄
、

(『
太
卒
御
覧
』

巻
六
二
七
)
と
い
う
記
述

(
日

)

田
租
に
劃
す
る
人
頭
税
と
し
て
の
算
賦
・
口
賦
・
更
賦
で
あ
る
と
理
解
し
た
。

一
歳
四
十
蔦
寓
)
」

497 

に
か
か
わ
っ
て
賦
放
の
内
容
を
検
討
し
、
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『
新
論
』
の
賦
赦
は
、
私
見
に
よ
れ
ば
算
銭
な
ど
の
人
頭
税
で
は
な
く
、
地
方
郡
園
ご
と
に
そ
の
全
人
口
数
に
六
三
銭
を
乗
じ
て
構
成
さ
れ

る
中
央
経
費
で
あ
り
、
各
郡
園
か
ら
貢
納
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
賦

・
献
費
と
も
呼
ば
れ
た
も
の
で
あ
る
。
た
だ
賦
数
は
、
き
わ
め
て
包
括

範
囲
の
贋
い
言
葉
で
あ
り
、
中
央
鰹
費
調
達
方
式
と
し
て
の
賦
・
賦
数
以
外
に
多
様
な
意一
味
を
も
っ
て
い
た
。
そ
れ
は
大
き
く
分
け
て
、

①
民

聞
に
お
け
る
醜
金
慣
行
、
②
地
方
祉
曾
お
よ
び
地
方
政
府
に
よ
る
祭
杷
費
の
調
達
、

③
地
方
官
府
官
吏
に
よ
る
属
吏

・
百
姓
牧
奪
、
④
中
央
政

府
に
よ
る
臨
時
経
費
調
達
の
四
種
に
匿
別
で
き
る
。
以
下
に
そ
れ
ぞ
れ
の
内
容
を
検
討
し
て
み
よ
う
。

① 

民
間
に
お
け
る
醸
金
慣
行

漢
代
の
賦
放
に
は
、

ま
ず
民
聞
に
お
け
る
醸
金
慣
行
を
意
味
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
浦
豚
令
の
客
と
な
っ
た
自
公
に
劃
す
る
奔

謁
に
あ
た
り
、

「
粛
何
が
携
嘗
者
と
な
っ
て
、
躍
銭
の
徴
牧
を
仕
切
っ
た
(
粛
何
篤
主
吏
、
主
進
)
」
が
、
檀
銭
が
千
銭
に
満
た
な
い
奔
謁
者
は
、

堂
下
に
坐
ら
せ
た
。
こ
の
と
き
劉
邦
が
、

(

日

)

襲
る
こ
と
に
な
っ
た
。
有
名
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
あ
る
が
、
問
題
は
、
こ
の
と
き
の
「
主
準
」
に
つ
い
て
、
顔
師
古
注
に
引
く
漢
末
の
文
穎
が
こ

一
銭
も
も
た
ず
に
「
高
銭
を
賀
し
た
て
ま
つ
る
」
と
腐
っ
て
自
公
に
奔
謁
し
、

の
ち
に
娘
の
自
后
を
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れ
を
「
躍
進
を
賦
叙
す
る
を
主
る
(
主
賦
数
躍
進
〉
」
と
理
解
し
、

こ
と
で
あ
る
。
資
人
へ
の
奔
謁
に
あ
た
っ
て
躍
銭
の
醸
金
が
要
求
さ
れ
、

鄭
氏
も
「
嘩
銭
を
賦
赦
す
る
を
主
る
(
主
賦
叙
躍
銭
也
)
」
と
解
調
停
し
て
い
る

そ
れ
が
賦
数
と
解
律
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
あ
と
亭
長
と
な

っ
た

劉
邦
が
、
柿
豚
の
吏
と
し
て
威
陽
へ
倦
役
に
出
か
け
る
に
際
し
、
同
僚
の
吏
が
そ
れ
ぞ
れ
三
百
銭
を
逢
っ
た
の
に
封
し
、

(
幻
)

何
だ
け
は
五
百
錬
を
贈
っ
た
と
い
う
話
が
あ
る
。

主
吏
擦
で
あ
っ
た
粛

こ
こ
に
も
賦
放
の
語
句
は
使
用
さ
れ
て
は
い
な
い
が

廓
吏
に
よ
る
劉
邦
へ
の
醸
金
で
あ

り
、
前
の
事
例
に
印
し
て
言
え
ば
賦
数
に
相
嘗
す
る
も
の
で
あ
る
。

ま
た
前
漢
末
に
は
、

賦
赦
し
て
葬
躍
を
お
こ
な
い
、

千
件

・
寓
件
に
の
ぼ
る
鐘
物
が
集
め
ら

大
郡
の
太
守

・
都
尉
が

任
官
中
に
死
ぬ
と
、

ハ
団
)

れ
、
遣
さ
れ
た
妻
子
の
生
業
と
す
る
慣
行
が
形
成
さ
れ
て
い
た
。
具
瞳
的
に
は
後
漢
期
の
洛
陽
令
王
換
の
死
に
際
し
、
彼
を
思
慕
す
る
人
び
と

(
印
〕

が
互
い
に
賦
放
し
て
数
千
件
も
の
お
供
え
を
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
は
、
葬
曜
に
際
し
て
物
品
や
銭
を
迭
る
鱒
贈
と
い
う
慣
習



に
か
か
わ
る
も
の
で
、
漢
代
に
贋
く
お
こ
な
わ
れ
た
。
鎌
田
重
雄
に
よ
れ
ば
、
嘗
時
庶
民
の
聞
で
は
時
銭
を
贈
る
こ
と
が

一
般
的
で
、
百
銭
く

(
初
)

ら
い
が
普
通
で
あ
っ
た
と
い
う
。

さ
ら
に
後
漢
初
の
河
西
地
方
の
卒
定
に
と
も
な
っ
て
、
姑
賊
鯨
令
孔
奮
が
洛
陽
に
召
還
さ
れ
た
と
き
、
彼
の
恩
に
報
い
る
た
め
に
、
姑
減
の

ハ
幻
)

属
吏

・
民
衆

・
売
胡
が
共
同
で
賦
鍛
し
て
千
件

・
高
件
に
の
ぼ
る
牛
馬
・
器
物
を
集
め
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
自
費
的
な
合
意
に
も
と
づ
く
金

銭

・
物
品
の
徴
震
で
あ
り
、
社
舎
的
な
慣
行
を
含
む
賦
放
の
例
で
あ
る
。

② 

地
方
お
よ
び
地
方
政
府
に
よ
る
祭
杷
費
の
調
達

社
舎
的
な
慣
行
を
含
む
賦
数
の
延
長
線
上
に
あ
る
の
が
祭
杷
に
か
か
わ
る
賦
放
で
あ
る
。
ま
ず
と
り
あ
げ
る
べ
き
は
、
戦
園
競
の
文
侯
時
代

の
祭
杷
と
し
て
漢
代
に
俸
承
さ
れ
た
、
部
豚
に
お
け
る

「河
伯
嫁
妻
り
」
の
故
事
で
あ
ろ
う
。
水
害
か
ら
鄭
鯨
を
護
る
た
め
に
、
河
神
で
あ
る

河
伯
に
毎
年
嫁
と
し
て
女
性
を
生
費
に
す
る
祭
杷
が
あ
っ
た
。

そ
の
折
、
鯨
の
三
老

・
廷
嫁
た
ち
が
、

ハ
勾
)

し
、
祭
杷
費
二
、
三

O
高
銭
を
除
い
た
残
額
を
亙
祝
と
山
分
け
し
て
い
た
。
こ
の
祭
把
は
、
新
任
の
郭
令
西
門
豹
に
よ
っ
て
停
止
さ
れ
る
。
こ

(

お

)

の
故
事
は
題
材
を
戦
固
に
と
っ
て
は
い
る
が
、

三
老

・
廷
橡
は
漢
代
の
制
度
で
あ
り
、
漢
人
に
活
き
て
停
わ
る
祭
杷
で
あ
っ
た
。
治
水
と
い
う

地
域
社
舎
の
共
同
利
害
を
維
持
す
る
た
め
の
祭
柁
の
執
行
に
あ
た
っ
て
、

住
民
た
ち
に
醸
金
が
要
求
さ
れ
る
こ
と
は
、
漢
代
社
舎
に
も
通
ず
る

百
姓
に
賦
放
し
て
数
百
高
銭
を
徴
牧
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事
柄
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
の
寅
例
と
し
て
後
漢
後
期
延
烹
二
年
(
一
五
九
)
の
紀
年
を
も
っ
「
張
景
碑
」
が
あ
る
。

年
立
春
の
日
に
南
門
の
外
に
勘
農
土
牛
を
設
置
し
、
豊
作
を
祈
念
す
る
議
祝
儀
種
を
お
こ
な
っ
て
い
た
。
そ
の
祭
穫
に
際
し
、

四
郷
の
里
正
か
ら
調
裂
し
、
賦
放
し
て
土
牛
な
ど
を
作
ら
せ
、
土
人
・
耕
翠
・
瓦
屋
な
ど
を
あ
わ
せ
、
そ
の
費
用
は
六
、

七

O
高
銭
」
に
の
ぼ

っ
て
い
た
。
碑
刻
は
、
勘
農
土
牛
の
祭
雄
に
か
か
わ
る
諸
装
置
の
準
備
が
人
び
と
を
苦
し
め
る
と
い
う
の
で
、
張
景
が
肩
代
わ
り
す
る
か
わ
り

ハ
M
)

に
、
被
に
か
か
わ
る
吏
役

・
径
役
を
克
除
す
る
と
レ
う
内
容
を
記
し
た
公
文
書
で
あ
る
。

碑
刻
に
よ
れ
ば
、
南
陽
郡
治
の
宛
燃
で
は
、
毎

「
宛
鯨
治
下

一
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動
農
土
牛
の
祭
杷
は
、
祭
杷
の
執
行
を
つ
う
じ
て
豊
作
を
祈
念
し
、
地
域
農
耕
祉
舎
の
共
同
利
害
と
再
生
産
を
達
成
す
る
根
抵
的
な
共
同
業

(
お
)

務
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
行
政
組
織
を
つ
う
じ
て
執
行
さ
れ
て
は
い
る
が
、
そ
の
装
置
は
人
び
と
の
合
意
に
も
と
づ
く
賦
数
(
酸
金
と
努
力
提
供
)

に
よ
っ
て
準
備
さ
れ
た
。
た
だ
そ
の
た
め
の
第
力

・
銭
物
の
支
出
が
膨
大
な
額
に
達
し
、
か
え
っ
て
祉
舎
の
負
携
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

以
上
の
と
お
り
賦
放
は
、
漢
代
吐
舎
に
お
け
る
醸
金
慣
行
を
指
示
す
る
用
語
で
あ
り
、
準
ん
で
祉
曾
的
共
同
利
害
の
質
現
を
園
る
祭
記
・

諸

儀
躍
を
執
行
す
る
た
め
の
合
意
に
も
と
づ
く
財
物
調
達
を
も
-
意
味
す
る
言
葉
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
て
「
張
景
碑
」
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
こ
の

賦
鍛
な
る
言
葉
は
、
後
漢
末
に
は
強
制
を
含
意
す
る
「
調
設
」
と
の
深
い
関
連
を
も

っ
て
使
用
さ
れ
る
に
い
た

っ
た
の
で
あ
る
。

③
 

賦
数
が
漢
代
の
地
方
官
府
と
密
接
な
関
連
を
も
つ
こ
と
は
、

地
方
官
府
官
長

・
地
方
官
府
属
吏
に
よ
る
属
吏

・
百
姓
牧
奪

さ
き
に
示
し
た
い
く
つ
か
の
史
料
に
よ

っ
て
明
ら
か
で
あ
る
。
公
権
力
を
背
景

に
も
つ
地
方
官
府
が
、
祭
把
な
ど
の
枇
曾
的
合
意
の
契
機
を
抜
き
に
、
た
だ
ち
に
賦
微
を
お
こ
な
う
と
き
、
そ
れ
は
容
易
に
強
制
的
な
財
物
調
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達
に
轄
化
し
た
。

ま
ず
前
漢
後
期
の
左
宮
崎
掬
醇
宣
に
よ
る
管
轄
下
の
機
陽
豚
令
謝
務
に
射
す
る
非
法
の
告
震
と
僻
職
勧
告
が
あ
る
。
三
艶
あ
る
告
設
内
容
の
う

ち
、
第
二
貼
と
し
て
醇
宣
は
「
銭
・
財
物
数
十
高
を
賦
取
」
し
た
こ
と
を
事
げ
て
い
る
。
顔
師
古
注
は
、
こ
れ
を
「
銭
・
財
を
数
取
し
」
と
言

(
M
m
〉

い
換
え
て
お
り
、
数
十
寓
銭
相
首
の
錦
貨
・
財
物
が
豚
令
に
よ

っ
て
非
法
に
賦
放
さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
こ
と
を
指
示
し
て
い
る
。
こ
れ
と
は

逆
に
、
後
漢
末
の
太
丘
長
陳
寒
は
、
そ
の
上
層
で
あ
る
「
柿
王
園
の
相
の
違
法
な
賦
教
を
理
由
に
」
辞
職
し
た
の
ち
、
そ
の
属
吏

・
民
衆
か
ら

(

幻

)

思
慕
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
事
例
を
見
る
と
、
非
法
・
違
法
で
な
い
限
り
、
郡
・
園
・
豚
の
各
官
長
に
封
し
、

あ
る
程
度
の
裁
量
(
法
)
に
よ
る

賦
数
は
許
容
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

地
方
官
府
官
長
に
限
ら
ず
、

賦
飲
は
、
地
方
官
府
属
吏
に
よ

っ
て
も
な
さ
れ
た
。

左
雄
は、

く
俸
稔
が
少
な
い
の
で
、

彼
ら
の
車
馬
衣
服
の
費
用
は

も
つ
ば
ら
民
衆
か
ら
徴
設
す
る
こ
と
に
な
る
。

「
郷
畜
夫
な
ど
郷
官

・
部
吏
た
ち
の
職
階
は
低

廉
潔
な
者
で
も
身
の
充
足
す
る
ま



つ
ぎ
つ
ぎ
絶
え
聞
な
く
特
別
・
非
法
の
調
設
ハ
特
選
携
調
ど
が
く
り
出
さ
れ
る
こ
と
を
述
べ
、

そ
の
封
策
と
し
て
清
白
な
る
儒
生
の
任
用
と
俸
践
の
増
額
な
ど
を
提
案
し
、
か
く
し
て
「
賦
飲
の
源
泉
を
絶
つ
」

こ
と
が
で
き
る
と
述
べ
て
い

(

お

)
る
。
後
漢
期
に
は
地
方
官
府
属
吏
に
よ
る
民
衆
牧
奪
と
し
て
の
賦
触
が
か
な
り
一
般
化
す
る
と
と
も
に
、
ま
た
調
と
も
呼
ば
れ
て
い
た
の
で
あ

(

却

)

る
。
こ
の
ほ
か
史
書
は
、
中
央
の
貴
戚
の
擢
力
を
か
き
に
き
た
地
方
官
の
民
衆
に
劃
す
る
賦
数
や
、
遺
境
地
方
官
府
に
よ
る
異
民
族
に
劃
す
る

ハ
m山
)

賦
微
に
つ
い
て
書
き
残
し
て
い
る
。

で
、
貧
欲
な
者
は
家
一
杯
に
な
る
ま
で
取
り
、

念
す
る
祭
曜
の
執
行
な
ど
を
媒
介
と
し
て
、

地
方
枇
舎
・
官
府
を
舞
蓋
と
す
る
賦
放
は
、
社
曾
的
な
醸
金
慣
行
を
根
抵
と
し
、
治
水

・
農
業
生
産
な
ど
の
祉
曾
的
共
同
利
害
の
達
成
を
祈

や
が
て
地
方
官
府
官
長
や
属
吏
に
よ
る
民
衆
牧
奪
に
轄
化
す
る
。
現
買
の
漢
代
祉
舎
で
は
、
我
わ

れ
の
分
析
に
も
と
づ
く
こ
の
よ
う
な
論
理
的
展
開
と
は
異
な
り
、
合
意
と
強
制
の
ハ
ザ
マ
の
中
に
こ
の
三
者
が
浬
然

一
瞳
と
な

っ
て
賦
放
と
し

し
か
も
後
漢
期
に
は
調
と
し
て
表
現
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
漢
代
地
方
祉
舎
に
お
け
る
賦
鍛
と
の
密
接

て
捉
え
ら
れ
、

な
相
互
関
連
の
も
と
に
、
④
中
央
政
府
に
よ
る
臨
時
経
費
調
達
と
し
て
の
賦
数
が
展
開
す
る
。
そ
れ
は
、

の
ち
の
戸
調
制
を
導
出
す
る
淵
源
と
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な
っ
た
。
節
を
改
め
よ
う
。(

二

〉

中
央
政
府
に
よ
る
制
度
外
の
臨
時
経
費
調
達

中
央
政
府
に
よ
る
賦
数
に
は
、

さ
き
に
見
た
桓
語
『
新
論
』
の
賦
鍛
の
よ
う
に
、
制
度
化
さ
れ
た
財
物
の
徴
護
を
指
示
す
る
こ
と
が
あ
る
。

し
か
し
賦
放
は
、
む
し
ろ
臨
時
の
制
度
外
経
費
調
達
を
意
味
す
る
こ
と
が
多
い
。
た
と
え
ば
戦
園
競
の
李
慢
の
「
地
力
を
壷
す
の
数
」
は
、
五

人
家
族
・
百
畝
保
有
の
小
農
民
経
営
の
生
産
と
十
分
の
一
一
祝
を
含
む
消
費
と
に
つ
い
て
家
計
分
析
を
お
こ
な
い
、
年
間
四
五

O
銭
の
赤
字
が
出

る
こ
と
を
指
摘
し
た
の
ち
、
「
思
い
が
け
ぬ
病
気
や
喪
鍛
の
費
用
、
お
よ
び
お
上
の
お
召
し
上
げ
は
、
こ
こ
に
は
含
ま
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る

(
『
漢
書
』
巻
二
四
食
貨
士
山
上
)
と
述
べ
て
い
る。

こ
こ
に
見
え
る
お
上
の
賦
放
は
、
正
規
の
十
分

(
不
幸
疾
病
死
喪
之
費
、
及
上
賦
数
、
又
釆
輿
此
)
」

501 

の
一
税
と
は
別
に
計
上
さ
れ
、

ま
た
病
気
や
葬
儀
な
ど
の
議
期
し
え
ぬ
支
出
と
と
も
に
奉
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
考
え
て
貌
園
に
よ
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る
臨
時
の
制
度
外
経
費
調
達
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。
戦
園
期
の
事
例
で
あ
る
が
、
漢
代
の
賦
欽
の
あ
り
方
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
参
考
と

ιな
v
G
。

ま
た
盟
鍛
曾
議
の
あ
と
を
う
け
て
、

昭
一帝
始
元
六
年
(
前
八

一)
に
権
酷
官
が
鹿
止
さ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て、

顔
師
古
は

「
つ
ま
り
武
一帝一

の
と
き
に
数
多
の
賦
放
が
か
け
ら
れ
、

法
律
の
規
定
外
に
枚
取
し
て
い
た
も
の
を
(律
外
而
取
〉
、

(

ね

)

説
明
し
て
い
る
。
唐
人
の
理
解
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
は
根
援
が
あ
る
。
た
と
え
ば
『
盟
織
論
』

未
通
篇
第
一
五
に
は
、

こ
こ
に
始
め
て
蓄
に
戻
し
た
の
で
あ
る
」

と

つ
ぎ
の
ご
と
く
あ
る
。

さ
き
ご

ろ
軍
役
が
し
ば
し
ば
起
こ
り
、
中
央
財
政
が
不
足
し
た
の
で
、
家
産
評
債
額
に
よ
っ
て
賦
銭
を
徴
鼓
し
た
が
、
常
に
貫
在
す
る
民

衆
か
ら
牧
取
し
た
。
:
:
:
お
よ
そ
賦
銭
を
滞
納
す
る
の
は
、
皆
な
大
家
層
で
あ
り
、
郷
吏
・
里
正
は
彼
ら
を
恐
れ
て
あ
え
て
督
促
せ
ず
、

貧
民
層
に
巌
し
く
取
り
た
て
る
の
で
、
貧
民
層
は
堪
え
き
れ
ず
遠
方
に
流
亡
す
る
。
こ

の
た
め
に
中
家
居
が
丸
ご
と
納
入
す
る
こ
と
に
な

(
往
者
軍
陣
数
起
、
用
度
不
足
、
以
醤
徴
賦
、
常
取
給
見
民
。
:
:
:
大
抵
遁
賦
、
皆
在
大
家
、
吏
正
畏
俸
、
不
敢
篤
責
。
刻
急
細
民
、
細
民
不
堪
、
流

る
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亡
遠
去
。
中
家
篤
之
色
出
:・

・)

こ
れ
は
、
武
一帝一
期
の
外
征
に
よ
る
経
費
不
足
を
補
う
た
め
に
と
ら
れ
た
臨
時
の
措
置
で
あ
り
、
算
銭
・
口
銭
な
ど
の
よ
う
に
制
度
と
し
て
人

頭
賦
課
さ
れ
た
賦
銭
の
徴
設
と
は
異
な
り
、

大
家
居
・
中
家
層

・
貧
民
層
の
三
層
の
家
(
戸
)
ご
と
に
家
産
の
多
寡
を
基
準
に
牧
取
さ
れ
た
の

で
あ
っ
て
、
顔
師
古
が
言
う
数
多
の
賦
数
の
一
つ
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
漢
代
中
央
政
府
の
賦
鍛
は
、
経
費
不
足
を
補
う
た
め
に
臨
時
に
措
置

さ
れ
た
制
度
外
の
経
費
調
達
を
意
味
し
た
。

こ
の
中
央
政
府
に
よ
る
制
度
外
経
費
調
達
の
特
徴
を
典
型
的
な
史
料
に
よ
っ
て
確
認
し
て
お
こ
う
。

ま
ず
王
葬
期
天
鳳
三
年
(
後
一
六
)
の

西
南
夷
句
町
の
反
凱
に
端
を
設
す
る
一
連
の
戦
役
を
例
に
と
ろ
う
。

「
主
葬
は
、
卒
轡
将
軍
鴻
茂
を
涯
遣
し

巴
・
萄
・
鍵
信
用
郡
の
吏
土
を
徴

裂
し
、
賦
数
し
て
軍
事
経
費
を
民
衆
か
ら
充
足
し
、
盆
州
郡
を
攻
撃
し
た
(
葬
遺
一
命
鐙
将
軍宮崎
茂
端
技
巴
萄
鍵
震
吏
士
、
賦
数
取
足
於
民
、
以
撃
盆
州
)
」

(
『
漢
書
』
径
九
五
西
南
夷
俸
〉
。
こ
の
と
き
の
賦
鍛
に
つ
い
て

『
漢
書
』
巻
九
九
王
葬
俸
中
は
、

。「
民
衆
の
財
産
に
賦
飲
し
て
五
割
を
枚
取
し

あ
ら
た
め
て
寧
始
将
軍
廉
丹
が
涯
遣
さ
れ
、
庸
部
牧
史
熊
と
と

た
(
賦
数
民
財
什
取
五
)
」
と
表
現
し
て
い
る
。

し
か
し
こ
の
遠
征
は
失
敗
し
、



王
葬
に
調
度
の
増
額
を
要
求
し
、

「も
う
一
度
大
い
に
賦
飲
〈
復
大
賦
数
)
」

反
封
の
上
言
の
中
で
、
こ
の
賦
敢
に
つ
い
て
「
諸
郡
の
兵
土

・
穀
物
を
調
裂
し
、
復
た

(

幻

)

民
衆
の
家
産
評
債
を
お
こ
な
っ
て
そ
の
四
割
を
牧
取
し
た
(
調
愛
諸
郡
兵
穀
、
復
醤
民
取
其
十
四
)
」
と
述
べ
て
い
る
。

〆
同
e

A
V

為

、

ー
やれカ

も
に
句
町
を
攻
撃
さ
せ
、
戦
果
を
あ
げ
る
。
二
人
は
、

就
都
大
安
(
太
守
)
鴻
英
の
反
割
に
あ
う
。
鴻
英
は
、

こ
れ
ら
に
よ
れ
ば
天
鳳
三
年
の
賦
数
は
、
盆
州
北
部
の
巴

・
萄
・
髄
篤
郡
か
ら
兵
士

・
穀
物
と
と
も
に
郡
園
田
平
位
に
徴
設
さ
れ
、

戦
闘
地
域

で
あ
る
盆
州
南
部
の
盆
州
郡
へ
総
迭
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
郡
と
郡
と
の
聞
の
財
物
の
卒
行
移
迭
は
調
度
制
度
の

運
用
で
あ
る
が
、
財
源

は
、
穀
物
を
除
き
、
郡
に
貯
備
さ
れ
た
正
規
の
財
物
で
は
な
く
、

民
衆
の
家
財
の
臨
時
的
制
度
外
徴
震
で
あ
っ
た
。

こ
こ
に
賦
数
と
調
度
制
度

が
連
関
し
て
く
る
要
因
が
あ
る
。

特
殊
部
隊
を
編
成
す
る
と
と
も
に
、

天
鳳
三
年
の
賦
放
は
、
天
鳳
六
年
(後一

九
)
に
全
固
化
さ
れ
る。

旬
奴
の
お
び
た
だ
し
い
漫
境
侵
入
に
封
慮
す
る
た
め
、
こ
の
年
王
葬
は、

「臨
時
に
天
下
の
吏
民
に
税
を
か
け
、
家
産
評
債
額
の
三
十
分
の
一

を
徴
牧
し
、
嫌
自
巾
を
ば
皆
な
長
安
に
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運
ば
せ
」
た
。

の
ち
に
「
翼
卒
連
率
(
北
海
郡
太
守
)
田
況
か
ら
、

民
衆
に
劃
す
る
郡
牒
の
家
産
評
慣
が
で
た
ら
め
で
あ
る
と
の
上
奏
を
う
け
、

(
幻
)

王
葬
は
、
も
う
一
度
三
十
分
の
一
税
」
を
か
け
て
い
る
c

天
鳳
六
年
の
臨
時
課
税
に
は
賦
数
の
語
は
出
て
こ
な
い
。

し
か
し
こ
れ
は
、

明
ら
か
に
天
鳳
三
年
(後
二
ハ
)
の
盆
州
地
方
に
お
け
る

「賦

般
民
財
什
取
五
」

・
「
砦
民
取
其
十
四
」
方
式
を
全
固
化
し
た
も
の
で
あ
り
、
賦
数
と
呼
ぶ
べ
き
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
臨
時
の
軍
事
経
費
を

調
達
す
る
た
め
に
、

戸
ご
と
に
財
産
評
債
を
お
こ
な
い
、

そ
の
三
十
分
の
一
の
評
債
額
を
絹
吊
な
ど
の
反
物
に
よ
っ
て
長
安
に
逸
ら
せ
て

い

る
。
天
鳳
三
年
の
賦
鍛
も
嘗
然
家
産
評
債
額
の
四
割

・
五
割
を
反
物
で
納
入
さ
せ
た
の
で
あ
ろ
う
。

天
鳳
六
年
の
臨
時
課
税
に
は
ま
た
調
の
語
も
使
用
さ
れ
て
い
な
い
。
地
方
か
ら
中
央
長
安
へ

の
垂
直
的
物
流
の
編
成
で
あ
る
か
ら
、
漢
代
の

財
務
運
営
の
あ
り
方
か
ら
言
え
ば
、
委
職
と
呼
ぶ
べ
き
も
の
で
あ
り
、
調

・
調
度
の
語
は
使
用
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
翼
卒
連
率
ハ
北

海
郡
太
守
)
回
況
の
問
題
提
起
か
ら
み
て
、
中
央
化
す
る
と
き
は
郡
皐
位
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る。
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二
つ
の
一
連
の
事
例
か
ら
た
ち
現
れ
て
く
る
王
葬
期
の
賦
殺
の
内
容
を
ま
と
め
て
お
こ
う
。

賦
数
は
、

ま
ず
①
軍
事
経
費
の
補
填
を
目
的
と



504 

し
て
郡
園
単
位
に
制
度
外
に
臨
時
に
調
設
さ
れ
る
財
物
で
あ
り
、
②
調
度
制
度
と
関
連
す
る
と
き
に
は
調
と
も
呼
ば
れ
、
ま
た
③
財
物
の
直
接

的
枚
取
は
民
衆
の
家
産
リ
戸
を
針
象
と
し
、
そ
の
評
償
額
に
一
定
の
割
合
を
乗
じ
て
算
出
さ
れ
た
銭
額
を
絹
鳥
な
ど
の
反
物
で
納
入
さ
せ
た
も

の
で
あ
る
。
進
境
の
軍
事
行
動
に
か
か
わ
る
制
度
外
の
臨
時
経
費
調
達
と
い
う
限
定
を
も

っ
て
は
い
る
が
、
こ
こ
に
は、

の
ち
の
西
菅
期
戸
調

制
の
板
幹
と
な
る
要
素
が
す
で
に
出
現
し
て
い
る
。

以
下
我
わ
れ
は
、
西
沼
田
期
戸
調
制
へ
の
接
近
を
は
か
る
た
め
に
、
前
漢
時
代
中
後
期
か
ら
漢
末
に
か
け
て
、
ど
の
よ
う
な
賦
放
の
展
開
が
あ

っ
た
の
か
、
①
直
接
的
牧
取
が
戸
翠
位
・
財
産
基
準
に
よ
っ
た
こ
と
、
お
よ
び
②
賦
放
と
調
と
の
接
合
の
二
つ
の
次
元
に
匿
別
し
て
考
察
を
加

え
る
こ
と
に
し
た
い
。

ま
ず
賦
数
が
戸
車
位
に
、
財
産
評
債
額
を
基
準
と
し
て
枚
取
さ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。
中
央
政
府
の
賦
散
が
戸
単
位
に
枚
取

さ
れ
た
こ
と
は
、
さ
き
に
述
べ
た
『
盟
織
論
』
未
逼
篇
の
記
載
(
四
六
頁
)
か
ら
前
漢
武
一帝
期
に
は
す
で
に
そ
の
事
例
を
見
出
す
こ
と
が
で
き

ま
た
つ
ぎ
の
よ
う
な
事
例
も
あ
る
。

宣
一帝
紳
鍔
元
年
(
前
六
一
)
の
西
売
の
反
飽
に
際
し

戦
闘
地
域
に
鄭
接
す
る
陣
西
以
北
、
安
西
以
西

- 48-

る。の
八
郡
の
民
衆
の
食
糧
確
保
が
課
題
に
な
っ
た
。
二
つ
の
案
が
封
立
し
た
が
、

そ
の
一
つ
左
鴻
切
粛
望
之
の
案
は
、

「
現
在
西
方
埠
境
に
軍
役

逼
義
で
あ
っ
て
、

が
起
こ
り
、
民
衆
は
生
業
を
失
っ
て
い
る
。
全
園
的
に
戸
口
を
計
算
し
て
賦
数
を
徴
護
し
、
西
方
民
衆
の
困
窮
を
救
っ
て
も
、
こ
れ
は
古
来
の

(

斜

)

百
姓
は
非
法
と
は
み
な
さ
な
い
で
あ
ろ
う
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
原
文
は
「
戸
賦
口
敏
」
で
あ
る
が
、

「
戸
口
賦
飲
」

を
文
を
互
い
に
し
て
表
現
し
た
も
の
で
あ
り
、
戸
口
す
な
わ
ち
戸
籍
類
似
の
帳
簿
を
勘
案
し
て
賦
殺
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
い
う

ま
で
も
な
い
。
ま
た
「
百
姓
莫
以
震
非
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
賦
敏
が
全
国
一
般
を
封
象
と
す
る
も
の
で
あ

っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

二
案
が
劉
立
し
て
決
着
を
み
な
い
う
ち
に
、
後
将
軍
趨
充
園
の
活
躍
に
よ
り
、
戦
役
が
早
期
に
終
了
し
た
た
め
、

西
方
八
郡
の
食
糧
支
援
は

沙
汰
や
み
と
な
っ
た
。
し
た
が
っ
て
こ
の
時
に
は
、
戸
籍
な
ど
を
基
準
に
全
図
的
に
賦
数
を
か
け
る
と
い
う
案
は
貫
施
さ
れ
な
か
っ
た
。
た
だ

こ
の
よ
う
な
案
が
提
出
さ
れ
る
祉
舎
的
背
景
、
す
な
わ
ち
西
方
遺
境
の
民
衆
が
戦
役
で
困
窮
し
て
い
る
時
に
、
賦
数
を
徴
牧
し
て
も

「百
姓
以



て
非
と
痛
さ
」
ざ
る
事
態
が
綴
存
し
た
こ
と
に
注
意
し
て
お
き
た
い
。
こ
れ
は
、

さ
き
に
見
た
漢
代
地
方
祉
舎
に
お
け
る
合
意
に
も
と
づ
く
賦

鍛
慣
行
を
背
景
に
す
る
も
の
で
あ
る
。

京
一帝
元
欝
二
年
(
前
一
)
の
事
例
は
、
質
際
に
賦
徴
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
卒
一帝一
元
始
元
年
ハ
後
一
)
に

「諌
大
夫
を
涯
遣
し
て
一
一
一

そ
の
封
債
を
賠
償
し
た

輔
に
巡
行
さ
せ
、

吏
民
の
名
籍
を
書
き
上
げ
さ
せ
、

元
事
一
喬
二
年
に
倉
卒
に
非
法
な
賦
歓
を
徴
放
し
た
こ
と
に
つ
き
、

ハ
遺
諌
大
夫
行
三
輔
、
基
籍
吏
民
、
以
元
盛
時
二
年
倉
卒
時
横
賦
叙
者
、
償
其
直
。
)

(
『
漢
書
』
巻
一
二
卒
-
帝
紀
元
始
元
年
正
月
詔
〉
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

(

お

)

こ
れ
を

「賦
殻
の
籍
を
穆
録
し
て
之
を
賞
(
償
)
う
な
り
L

と
解
律
し
て
い
る
。
上
述
の

「
戸
賦
口
数
」
も
こ
の

顔
師
古
注
に
引
く
張
長
は

よ
う
な
簿
籍

・
帳
簿
を
作
成
し
て
財
物
の
徴
設
を
お
こ
な
う
も
の
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
前
漢
後
期
以
後
に
は
簿
籍
を
作
成
し
て
戸
別
に
賦

散
を
徴
援
す
る
こ
と
が
は
じ
ま
っ
て
お
り
、
こ
れ
が
王
葬
期
の
「
賦
数
民
財
什
取
五
」

・
「
醤
民
取
其
十
四
」
方
式
に
よ
る
賦
散
の
前
提
篠
件
を

構
成
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

後
漢
期
に
は
い
る
と
、
具
瞳
的
な
史
料
は
ほ
と
ん
ど
な
く
な
る
。

た
だ
『
績
漢
書
』
百
官
志
第
二
八
に
は
、
郷
官
で
あ
る
有
秩

・
音
夫
の
職
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「
民
衆
の
貧
富
を
知
り
、
賦
鍛
の
多
少
を
調
整
し
、
負
措
を
等
級
化
し
て
卒
等
に
す
る
ハ
知
民
貧
富
、
震
賦
多
少
、
卒
其
差ロ問)」

と

あ
り
、
後
漢
期
に
は
民
衆
か
ら
の
直
接
的
な
枚
取
を
捲
嘗
す
る
郷
官
の
次
元
で
、
貧
富
お
そ
ら
く
は
家
産
評
債
額
に
よ
っ
て
賦
散
の
額
を
等
級

ハ問山)

化
し
て
調
整
す
る
方
法
が
制
度
化
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
順
一
帝
一
の
永
和
六
年
こ
四

一
)
七
月
に
家
産
評
債
額
の
多
い
戸
か
ら
毎
戸

一

(
m
U
)
 

千
銭
を
借
り
上
げ
る
詔
敷
が
出
さ
れ
た
の
も
、
こ
の
よ
う
な
制
度
的
背
景
が
あ
っ
て
の
こ
と
で
あ
る
。

掌
と
し
て
、

つ
ぎ
に
賦
鍛
と
調
と
の
接
合
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。
賦
数
と
調
と
の
接
合
は
、
管
見
の
限
り
で
は
、

上
述
の
王
葬
期
天
鳳
三

(

お

)

年
(
後
二
ハ
)
に
始
ま
る
。
そ
う
し
て
後
漢
に
は
い
る
と
、
賦
放
と
調
と
の
連
闘
は
一
一
暦
緊
密
に
な
っ
て
ゆ
く
。
こ
の
こ
と
は
、
さ
き
に
見
た

漢
代
地
方
祉
舎
に
お
け
る
諸
事
例
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
が
、
中
央
政
府
に
よ
る
臨
時
の
経
費
調
達
の
場
合
も
同
様
で
あ
る
。
後
漢
質
一帝
の
本

初
元
年
〈
一
四
六
)
、
朱
穆
が
権
力
者
梁
翼
に
差
し
出
し
た
奏
記
の
中
で
、

つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
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こ
の
ご
ろ
園
家
・
民
間
と
も
に
財
力
に
乏
し
く
、
加
え
て
水
筈

・
虫
筈
が
重
な
り
ま
し
た
。

中
央
諸
官
府
の
経
費
が
増
加
し
、
詔
敷
に
よ
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る
臨
時
の
調
護
の
中
に
は
以
前
の
十
倍
に
至
る
も
の
ま
で
あ
り
ま
す
。
園
家
に
現
物
の
経
費
が
無
い

の
だ
か
ら
、
民
聞
か
ら
出
さ
せ
る
の

が
嘗
た
り
前
だ
と
己
が
じ
し
に
言
い
、
暴
力
的
に
む
し
り
と
り
、
強
制
的
に
充
足
さ
せ
る
の
で
、

公
私
に
わ
た
る
賦
数
は
過
重
で
あ
り、

(
頃
者
、
官
人
倶
置
、
加
以
水
選
管
周
害
。

京
師
諸
官
費
用
増
多
、
詔
書
愛
調
或
至
十
倍
。
各
言
官
無
見
財
、
皆
嘗
出
民
、
傍
掠
割
剥
、

か
つ
深
刻
で
す
。

彊
令
充
足
、
公
賦
既
重
、
私
鍛
又
深
)

(『後
漢
書
』
朱
穆
列
俸
第
一二
三
)

同
じ
奏
記
の
内
容
を
、

『
後
漢
紀
』
巷
ニ

O
孝
質
一
帝
紀
本
初
元
年
(
一
四
六
)
僚
は
、

よ
り
具
瞳
的
に
述
べ
て
い
る
。

;
・
:
中
央
経
費
は
以
前
の
十
倍
に
な
り
ま
し
た
。
河
内
郡
の
例
で
は
、
往
年
に
調
鼓
し
て
い
た
綴
素
締
穀
は
わ
ず
か
に
八
高
匹
あ
ま
り
だ

っ
た
の
に
、
今
ゃ
な
ん
と
一
五
世
間
匹
で
す
。
国
家
に
現
金
が
無
く
、
す
べ
て
民
聞
か
ら
徴
設
す
る
の
で
、
多
く
の
民
衆
が
流
亡
し
、

戸
籍

に
は
皆
な
で
た
ら
め
な
記
載
が
ほ
ど
こ
さ
れ
て
い
ま
す
。
現
賓
の
戸
口
数
が
減

っ
た
う
え
、
し
か
も
残

っ
た
も
の
に
は
資
産
の
無
い
者
が

多
い
。
な
の
に
嘗
然
の
ご
と
く
む
し
り
と
る
の
で
、
中
央
政
府
の
賦
放
が
重
く
の
し
か
か
り
ま
す
e

郡
園
の
長
官
が
民
衆
を
奴
隷
の
ご
と

こ
と
が
な
く
、

明
日
を
も
知
れ
ま
せ
ん
。

(
京
師
之
費
、
十
倍
於
前
。
河
内
一
一
都
、
嘗
調
練
素
続
殺
績
八
高
徐
匹
、
今
乃
十
五
蔦
匹
。
官
無
見
銭
、比自
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く
あ
っ
か
う
の
で
、
中
に
は
田
畑
・
屋
敷
を
責
り
掛
っ
た
り
、
鞭
で
打
た
れ
て
絶
命
す
る
者
も
あ
り
、
大
人
も
子
供
も
そ
の
生
を
楽
し
む

出
於
民
、
民
多
流
亡
、
皆
虚
張
戸
口
。
戸
口
既
少
、
而
無
賞
者
多
。
嘗
復
割
剥
、
公
賦
重
徴
。
二
千
石
長
吏
遇
民
如
虜
、
或
賓
用
田
宅
、
或
紹
命
援
楚
、

大

小
無
柳
、
朝
不
保
暮
)

『
後
漢
書
』

と
『
後
漢
紀
』
は
、
も
と
に
し
た
朱
穆
の
奏
記
を
そ
れ
ぞ
れ
に
編
集
し
て
い
る
た
め
、
雨
者
を
つ
き
合
せ
て
は
じ
め
て
全
瞳
が

よ
り
よ
く
分
か
る
。
雨
者
に
よ
れ
ば
、
経
常
経
費
の
慢
性
的
不
足
と
う
ち
重
な
る
災
害
と
の
た
め
に
、
中
央
政
府
に
よ
る
臨
時
経
費
調
達
と
し

て
の
賦
鍛
は

二
世
紀
半
ば
に
は
す
で
に
全
国
的
に
常
態
化
し
、

河
内
郡
の
例
に
見
る
と
お
り
郡
(
圏
)
軍
位
に
調
と
し
て
徴
設
さ
れ
て
い
た

の
で
あ
る
。
し
か
も
こ
こ
で
は
戸
籍
の
戸
口
記
載
と
質
(
家
産
評
債
額
)
の
有
無
と
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、

現
賓
の
経
費
調
達

は
、
財
産
評
債
額
に
腫
じ
て
戸
別
に
牧
取
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る。

こ
の
調
達
方
式
は
、

中
央
|
地
方
聞
の
直
接
的
な
垂
直
的
物
流
の
編
成
で
あ
る
と
い
う
内
容
か
ら
言
え
ば
、
委
総
と
稽
す
べ
き
も
の
で
あ
る



が
、
そ
の
財
源
は
地
方
郡
園
に
貯
備
さ
れ
た
財
物
で
は
な
く
、
賦
放
と
し
て
戸
別
に
賦
課
さ
れ
た
反
物
で
あ
る
。
賦
数
は
、
本
来
制
度
外
の
臨

時
経
費
調
達
を
意
味
し
た
。
そ
れ
が
常
態
化
す
る
と
と
も
に
、
調
度
制
度
と
も
関
連
す
る
調
と
い
う
よ
り
制
度
的
な
用
語
に
よ
っ

て
表
現
さ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

朱
穆
の
奏
記
は
、
調
と
賦
数
の
全
園
的
常
態
化
と
い
う
局
面
の
出
来
を
明
示
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
王
葬
期
の
事
態
を
一
層
次
、
西
星
田
期
の

戸
調
制
に
近
づ
け
た
。
そ
う
し
て

「
大
司
農
に
命
じ
、
今
年
の
調
度
に
よ
る
徴
裂
を
取
り
止
め
、
並
び
に
前
年
の
調
護
分
で
未
納
の
物
に
つ

〈
『
後
漢
書
』
桓
脅
紀
第
七
)
と
述
べ

(

ぬ

)

る
桓
一
帝
延
薫
九
年
(
一
ム
ハ
ム
ハ
)
正
月
己
酉
詔
は
、
こ
の
趨
勢
が
も
は
や
不
可
逆
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
宣
言
し
て
い
る。

い
て
は
、
二
度
と
徴
牧
し
て
は
な
ら
ぬ
(
其
令
大
司
農
、
紹
今
裁
調
度
徴
求
、
及
前
年
所
調
未
畢
者
、
勿
復
牧
責
)
」

漢
代
の
賦
数
は
、
民
間
地
方
祉
舎
に
お
け
る
醸
金
慣
行
を
根
抵
に
も
ち
、
治
水

・
農
業
生
産
な
ど
の
祉
舎
的
共
同
利
害
の
達
成
を
祈
念
す
る

祭
躍
の
執
行
な
ど
を
媒
介
と
し
て
、

や
が
て
地
方
官
府
官
長
や
属
吏
に
よ
る
民
衆
牧
奪
に
轄
化
す
る
と
と
も
に
、
中
央
政
府
財
政
の
牧
支
均
衡
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を
維
持
す
る
制
度
外
経
費
調
達
を
も
意
味
す
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
臨
時
の
制
度
外
経
費
調
達
と
し
て
の
賦
数
は
、
前
漢
中
期
の
武
一帝

期
頃
に
は
じ
ま
り
、
王
葬
期
に
は
全
図
的
に
展
開
す
る
と
と
も
に
、
調
度
制
度
と
も
結
び
附
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
さ
ら
に
後
漢
期
に
入
っ

て
常
態
化
し
、
調
と
い
う
制
度
的
表
現
を
獲
得
す
る
に
い
た
る
。
そ
れ
は
、
農
民
か
ら
の
直
接
的
な
牧
取
に
あ
た

っ
て
は
そ
の
家
産
評
債
額
に

基
づ
い
て
戸
別
に
課
税
し
、
郡
園
単
位
に
中
央
政
府
へ
現
物
で
貢
納
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
貢
納
に
あ
た
っ
て
戸
別
の
一
律
賦
課
基

準
が
設
定
さ
れ
て
い
な
い
の
を
除
け
ば
、
す
で
に
戸
調
制
と
呼
ぶ
べ
き
内
容
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
。

曹
親
戸
調
制
度
||
1
賦
敏
か
ら
戸
調
制
へ
|
|

二
世
紀
牢
ば
の
賦
放
の
常
態
化
と
し
て
の
調
は
、
後
漢
末
建
安
年
聞
の
曹
操
政
権
に
よ

っ
て
戸
別
の
一
律
賦
課
基
準
が
設
定
さ
れ
る
こ
と
に
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よ
り
、
戸
調
の
制
度
化
と
し
て
一
腰
の
結
末
を
む
か
え
る
。
し
か
し
後
漢
末
の
霊
一帝一
期
に
い
た
る
ま
で
、
田
租
・
更
賦
を
基
本
と
す
る
漢
代
税

(

品

別

)

制
は
存
績
し
た
。
漢
代
税
制
及
び
そ
の
中
央
経
費
化
の
財
務
運
営
は
、
漢
末
の
動
観
の
中
で
、
ど
の
よ
う
に
し
て
戸
調
制
に
轄
換
し
て
い

っ
た
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の
か
。
そ
の
こ
と
を
問
う
前
提
と
し
て
、

ま
ず
漢
末
曹
操
政
権
下
の
戸
調
制
の
質
態
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
こ
う
。

周
知
の
と
お
り
、
戸
調
制
が
整
っ
た
表
現
を
も
っ
て
始
め
て
史
乗
に
現
れ
る
の
は
、
建
安
九
年
(
二

O
四
)
、
醤
亥
紹
支
配
下
の
河
北

(実
州
・

「
田
租
を
畝
ご
と
に
四
斗
牧

ハH
U

)

取
し
、
戸
ご
と
に
絹
二
匹

・
綿
二
斤
を
出
さ
せ
る
だ
け
で
、
他
に
み
だ
り
に
設
徴
を
し
て
は
な
ら
ぬ
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

幽
州
)
に
震
せ
ら
れ
た
曹
操
の
命
令
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

し
た
貧
農
が
富
豪
層
に
代
わ
っ
て
租
賦
を
納
入
し
て
い
る
と
い
う
朕
況
が
あ
っ
た
こ
と
に
針
す
る
施
策
で
あ
り
、

蓑
紹
統
治
下
の
河
北
で
富
豪
層
に
よ
る
土
地
兼
併
が
横
行
し
、
他
方
で
土
地
を
無
く

同
じ
で
あ
る
。

田
租
毎
畝
四
斗
、
毎
戸
絹
二
匹
・

綿
二
斤
と
い
う
戸
別
の
一
律
賦
課
基
準
は
、
牧
取
量
の
違
い
を
除
け
ば
、
西
菅
期
戸
調
制
の
規
定
と
ほ
ぼ

で
は
、
戸
調
制
は
建
安
九
年
に
始
ま

っ
た
と
断
言
し
て
よ
い
か
。
否
で
あ
る
。
そ
の
先
離
が
あ
る
。
建
安
初
年
に
汝
南
郡
の
二

豚
を
割
い
て
創
設
さ
れ
た
陽
安
郡
の
事
例
を
紹
介
し
よ
う。

建
安
二
年
(
一

九
七
)
頃
に
衰
紹
が
南
進
を
開
始
し、

陽
安
郡
だ
け
が
誘
い
に
乗
ら
ず、

河
南
の
議
州
諸
郡
に
投
降
を
呼
び
か
け
る
と

多
く
の
郡
が
こ
れ
に
麿
じ
た
。
た
だ

郡
都
尉
の
李
逼
は
「
巌
し
く
戸
調
を
取
り
立
て
た

(急
銭
戸
調
)
」
。

越
僚
が

「懐
い
て
来
て
い
る
者
に
も
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綿
絹
を
牧
取
す
る

(
懐
附
者
復
枚
其
綿
絹
)
」
の
は
問
題
で
あ
る
、

と
慎
重
を
期
す
る
よ
う
忠
告
し
た
と
こ
ろ
、
李
通
が
つ
ぎ
の
よ
う
に
答
え
た
。

「亥
紹
と
大
将
軍
殿

(
曹
操
)
と
は
甚
だ
緊
急
の
事
態
に
あ
り

こ
の
と
お
り
周
圏
の
郡
勝
は
背
を
向
け
て
い
ま
す
。

も
し
大
将
軍
殿
に
綿
絹

を
調
迭
し
な
け
れ
ば
(
若
綿
絹
不
調
迭
)
、

周
り
の
者
は
き
っ
と
私
が
洞
ケ
峠
を
き
め
こ
ん
で

期
待
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
の
だ
と
勘
ぐ
る
で
あ

り
ま
し
ょ
う
」
。

」
れ
を
聞
い
た
越
僚
は

李
通
に
戸
調
の
牧
取
を
少
し
く
緩
や
か
に
す
る
よ
う
提
案
し
、

さ
ら
に
萄
惑
に
手
紙
を
出
し
て
と

り
な
し
を
た
の
み
、

(
必
)

ヲ匂
。

曹
操
の
公
文
に
よ
っ
て
陽
安
郡
の
綿
絹
を
民
衆
に
返
還
す
る
許
可
を
得
、

郡
の
安
寧
を
保
つ
こ
と
に
成
功
し
た
の
で
あ

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
建
安
初
年
に
は
絹
綿
を
牧
取
内
容
と
す
る
戸
調
が
す
で
に
始
ま

っ
て
お
り、

郡
豊
位
に
牧
取
さ
れ
た
絹
綿
の
中
央
(
曹
操

政
権
)
経
費
化
|
|
調
迭
が
お
こ
な
わ
れ
、
さ
ら
に
そ
れ
が
郡
の
中
央
政
府
ハ
曹
操
政
権
)
へ
の
服
属
の
誼
明
を
-意
味
し
た
こ
と
を
知
る
こ
と
が

で
き
る
。

『
三
園
志
』
巻
一
二
何
襲
俸
に
よ
れ
ば
、
建
安
三
年
ハ

一
九
八
)
頃
の
こ
と
と
し
て
、

「
こ
の
と
き
曹
操
は
、
始
め
て
新
し
い
法
律
を



(
円
拍
)

さ
ら
に
租
税
・
綿
絹
〈
す
な
わ
ち
田
租
・
戸
調
)
を
牧
取
し
た
」
と
記
し
て
い
る
。
陽
安
郡
の
行
動
が
、
こ
の
曹
操

権
力
に
よ
る
新
法
の
設
布
と
綿
絹
の
枚
取
に
封
躍
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。

制
定
し
て
州
郡
に
震
布
し
、

「
曹
操
は
、
司
空
で
あ

っ
た
と
き
、
自
ら
率
先
し
て
下
の
者
を
率
い
、
毎
年

(

必

)

の
護
調
に
際
し
て
は
、
本
牒
に
家
産
の
評
債
を
お
こ
な
わ
せ
た
」
と
い
う
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
曹
操
が
司
空
で
あ
っ
た
時
に
は
、
調
が
毎
年
牧

で
は
そ
の
時
期
は
何
時
で
あ
ろ
う
か
。

『
説
略
』
に
よ
る
と
、

取
さ
れ
、

そ
の
基
準
と
し
て
豚
に
よ
る
各
戸
の
家
産
評
債
の
お
こ
な
わ
れ
た
こ
と
が
分
か
る
。

曹
操
が
司
空
に
就
任
し
た
の
は
、

建
安
元
年

ハ
一
九
六
)

一
O
月
で
あ
る
。

」
の
年
は

曹
操
が
洛
陽
に
戻
っ
た
献
一
帝
を
擁
し
、
売
州
を
中
核
と
す
る
曹
操
政
権
を
確
立
し
、
藁
幅

・
韓
浩

恐
ら
く
は
こ
の
建
安
元
年
末
か
ら
翌
二
年
に
か

戸
調
制
は
、

等
の
議
に
よ
っ
て
民
屯
田
を
開
始
し
た
歳
で
も
あ
る
(
『
三
園
士
山
』
巻

一武
脅
紀
)
。

け
て
、

ま
ず
政
権
の
中
核
地
で
あ
る
亮
州
を
中
心
に
始
ま
り
、
曹
操
権
力
の
擦
大
に
と
も
な
っ
て
展
開
し
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
曹
操
政
権
下
の
戸
調
制
は
、

費
化
す
る
制
度
で
あ
り
、

建
安
元
年
ハ
一
九
六
)
末
か
ら
翌
二
年
に
か
け
て
始
ま
っ
た
も
の
で
、

郡
単
位
に
綿
絹
を
中
央
経

郡
内
で
は
各
戸
の
質
産
(
財
産
評
償
額
)
に
基
づ
い
て
戸
皐
位
に
綿
絹
が
枚
取
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
、

世
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紀
牢
ば
ま
で
に
は
常
態
化
し
て
い
た
後
漢
の
賦
数
H
調
に
戸
別
一
律
賦
課
の
貢
納
基
準
を
設
定
し
て
制
度
化
す
る
こ
と
に
よ
り
、

西
音
期
の
戸

調
制
度
の
全
園
的
展
開
を
準
備
す
る
も
の
と
な
っ
た
。

問
題
は
、
漢
王
朝
の
制
度
外
の
臨
時
経
費
調
達
と
し
て
の
賦
数
が
、
曹
操
政
権
下
の
戸
調
制
を
媒
介
に
し
て
、
如
何
に
し
て
田
租

・
更
賦
を

中
該
と
す
る
漢
王
朝
の
経
常
的
財
務
運
営
に
代
替
し
た
の
か
で
あ
る
。

を
指
摘
し
た
。

さ
き
に
漢
末
霊
一帝
期
ま
で
田
租

・
更
賦
、
貢
献

・
委
総

・
調
度
を
中
一
核
と
す
る
経
常
的
財
務
運
管
が
あ
え
ぎ
な
が
ら
も
縫
績
し
て
い
た
こ
と

な
お
建
安
年
聞
に
も
持
績
し
て
い
た
。
仲
長
統
は
、

そ
れ
は
、

そ
の
著
『
昌
言
』
損
盆
篇
の
中
で
税
制
に
つ
い
て
検
討
し
、

「
現
在
、
耕
地
に
は
定
ま
っ
た
占
有
者
が
な
く
、
民
衆
に
は
定
住
地
も
無
い
。
官
吏
の
食
糧
は
日
ご
と
に
支
給
さ
れ
、
俸
旅
制
度
は
制
定
さ
れ

ハ
必
〉

て
い
な
い
。
韓
制
を
整
備
し
て
重
一
に
規
則
を
定
め
、
田
租
は
牧
穫
の
十
分
の
一
、
更
賦
は
奮
来
の
ま
ま
と
す
る
」
こ
と
を
提
言
し
て
い
る
。

仲
長
統
は
、
二
十
徐
歳
で
遊
撃
し
、
荷
惑
に
認
め
ら
れ
て
街
書
郎
と
な
り
、
の
ち
丞
相
曹
操
の
参
軍
事
を
へ
て
、
献
一帝
が
貌

F噛
一
読
し
た
年
に
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(

必

)

四
十
一
歳
で
死
ん
で
い
る
。

し
た
が

っ
て
生
卒
年
は

光
和
三
年

ハ
一
八
O
)
J建
安
二
五
年

(
二
二
O
)
と
な
り

『
昌
一吉
田
』
執
筆
は
早
く
と

も
遊
撃
開
始
の
建
安
五
年
(
二
O
O
)
頃
か
ら
漢
末
ま
で
に
限
定
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
田
租
の
枚
取
率
の
み
を
改
定
し、

温
存
す
る
仲
長
統
の
提
言
は
、
田
租
・

更
賦
を
中
核
と
す
る
漢
王
朝
の
経
常
的
財
務
運
営
が
漢
末
建
安
年
閉
ま
で
纏
績
し
て
い
た
こ
と
を
一万
し

田
租
・

更
賦
瞳
制
を

て
い
る
。

田
租
・
更
賦
牧
取
を
基
礎
と
し
、

貢
献

・
委
職
・

調
度
の
制
度
に
よ
っ
て
財
政
的
物
流

・

再
分
配
を
は
か
る
王
朝
の
経
常
的
財
務
運
営
が
維
持
さ
れ
る
こ
と
は
自
明
で
あ
る
。
漢
末
の
諸
軍
閥
擢
カ
が
漢
王
朝
の
内
部
に
あ
っ
て
、
し
か

も
漢
王
朝
か
ら
濁
立
し
た
自
ら
の
権
力
基
盤
を
維
持
す
る
た
め
に
は
、
漢
王
朝
の
経
常
財
務
制
度
以
外
の
、

と
り
わ
け
軍
事
経
費
の
確
保
を
は

名
目
的
に
せ
よ
漢
王
朝
が
存
績
し
て
い
る
以
上
、

じ
め
と
す
る
財
政
的
措
置
が
不
可
依
で
あ
っ

た
。
前
日
操
権
力
が
土
蓋
に
し
た
の
は
、

主
と
し
て
軍
事
経
費
を
調
達
す
る
た
め
に
臨
時
に
寅
施
さ

れ
た
賦
放
で
あ
り
、
そ
の
展
開
形
態
と
し
て
の
、
二
世
紀
半
ば
以
後
常
態
化
し
て
い
た
賦
鍛
H
調
で
あ
っ
た
。
田
租

・
更
賦
、

貢
献

・
委
職

・

調
度
を
中
援
と
す
る
漢
王
朝
の
経
常
的
財
務
運
営
と
戸
調
制
と
し
て
整
備
さ
れ
た
賦
数
H
調
と
が
、
建
安
年
聞
に
お
け
る
曹
操
政
権
と
後
漢
政
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権
と
の
二
重
権
力
構
造
の
中
で
住
み
分
け
が

な
さ
れ
、

建
安
元
年
(
一
九
六
)
か
ら
翌
二
年
に
か
け
て
禿
州
を
中
一夜
と
す
る
曹
操
軍
事
政
権
を

支
え
る
財
政
基
盤
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
う
し
て
建
安
九
年
(
二

O
四
)
に
は
、

奮
亥
紹
支
配
地
域
で
あ
っ
た
翼
州
・
幽
州

(河
北
〉
に
ま
で

戸
調
制
を
抜
大
し
、

つ
い
に
建
安
二
五
年
(
二
二

O
)
の
鵡
譲
に
よ
り
、

曹
親
王
朝
の
成
立
と
と
も
に
正
式
の
園
家
的
税
制
・

経
常
的
財
務
運

替
に
轄
化
し
た
の
で
あ
る
。
漢
末
の
動
凱
期
に
穎
在
化
し
た
直
接
的
な
諸
現
象
に
も
勿
論
影
響
を
受
け
て
い
る
と
は
い
え
、
戸
調
制
成
立
の
本

質
的
要
因
は
、
漢
代
地
方
社
舎
に
深
く
根
ざ
し
た
賦
数
慣
行
を
基
礎
に
た
ち
あ
げ
ら
れ
て
き
た
前
漢
中
期
以
来
の
制
度
外
糧
費
調
達
と
し
て
の

賦
放
と
そ
の
展
開
に
求
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

お

わ

り

曹
貌
・
西
菅
の
戸
調
制
は
、
調
度
制
度
と
接
合
し
て
常
態
化
し
て
い
た
漢
代
の
制
度
外
経
費
調
達
と
し
て
の
賦
放
を
基
礎
と
し
て
制
度
化
さ



れ
た
も
の
で
あ
る
。
本
格
的
な
議
算
制
度
を
も
た
な
い
古
代
中
園
の
圏
家
財
政
は
、
経
験
的
に
達
成
さ
れ
る
牧
支
均
衡
や
、
地
方
郡
園
の
蓄
積

財
源
の
再
配
分
に
よ
る
均
衡
調
整
に
よ

っ
て
通
常
は
運
営
さ
れ
た
。
し
か
し
大
規
模
な
軍
役
や
災
害
が
起
こ
る
と
、
と
き
に
中
央
財
政
は
大
き

く
牧
支
均
衡
を
失
す
る
こ
と
が
あ
り
、

ハ後
二
ハ
)
の
盆
州
に
お
け
る
軍
役
と
そ
の
経
費
調
達
は
、

こ
こ
に
制
度
外
の
臨
時
経
費
調
達
と
し
て
の
賦
飲
が
動
員
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

王
葬
期
天
鳳
三
年

こ
の
賦
数
と
調
度
制
度
が
接
合
さ
れ
る
轄
機
と
な
っ
た
。

い
り
、
あ
い
つ
ぐ
幼
一
帝
の
聞
位
と
異
民
族
の
侵
入
の
中
で
、
後
漢
の
祉
舎
と
政
局
が
流
動
化
す
る
と
、
財
政
の
牧
支
均
衡
を
は
か
る
た
め
に
、

そ
う
し
て
二
世
紀
に
は

賦
放
は
常
態
化
し
て
調
度
制
度
と
も
本
格
的
に
接
合
さ
れ
、
漢
末
の
曹
操
政
権
下
に
お
け
る
戸
別
の
一
律
賦
課
基
準
の
設
定
に
よ

っ
て
戸
調
制

の
成
立
を
導
い
た
の
で
あ
る
。

曹
貌
戸
調
制
は
、
建
安
元
年
(
一
九
六
)
末
か
ら

二
年
に
か
け
て
、
曹
操
の
司
空
就
任
に
と
も
な
っ
て
、

そ
の
賞
数
支
配
領
域
で
あ
る
亮
州

つ
い
で
建
安
九
年
(
二
O
四
)
に
奮
亥
紹
支
配
下
の
翼
州
・
幽
州
(
河
北
)
に
嬢
大
さ
れ
た
。

に
は
、
漢
王
朝
の
田
租

・
更
賦
制
と
曹
操
政
権
下
の
田
租
・
戸
調
制
と
が
並
存
し
て
い
た
が
、
漢
王
朝
の
滅
亡
、
親
王
朝
の
成
立
に
と
も
な
っ

て
、
戸
調
制
は
曹
貌
の
税
制

・
中
央
経
費
調
達
制
度
と
な

っ
た
。
戸
調
制
は
、
形
式
上
漢
の
更
賦
(
更
銭
・
算
銭

・
口
銭
)
を
代
替
す
る
も
の
と

な
っ
た
が
、
そ
の
寅
態
は
、
漢
王
朝
の
制
度
外
制
度
と
し
て
成
長
し
て
き
た
賦
数
で
あ
る
。

一
帯
(
河
南
)
を
中
一核
に
施
行
さ
れ
、

建
安
年
間

- 55-

西
音
期
の
戸
調
制
は
、
曹
競
戸
調
制
を
全
園
的
に
展
開
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
勝
段
階
に
お
け
る
直
接
的
な
租
税
枚
取
と
そ
れ
ら
枚

取
物
を
基
礎
に
郡
園
畢
位
に
中
央
に
公
賦
と
し
て
貢
納
す
る
二
つ
の
層
次
に
分
か
れ
て
い
た
。
豚
段
階
で
は
、

農
民
各
戸
の
家
産
評
債
額
に
も

と
さつ
い
て
九
等
級
に
匪
分
し
、
そ
の
等
紐
に
鷹
じ
て
絹

・
綿
そ
の
他
の
物
資
を
徴
牧
し
、
そ
れ
ら
税
物
は
地
方
に
一

旦
貯
備

・
蓄
積
さ
れ
た。

各
郡
園
は
、
通
常
そ
の
支
配
戸
数
に
租
四
餅
・
絹
三
疋

・
綿
三
斤
の
一
律
賦
課
基
準
を
乗
じ
て
貢
納
額
を
決
定
し
、
地
方
貯
備
の
中
か
ら
綿
絹

な
ど
の
財
物
を
公
賦
と
し
て
貢
納
し
、

中
央
政
府
財
政
を
構
成
し
た。

中
央
経
費
と
し
て
貢
納
さ
れ
た
残
額
は
、

調
外
費
と
し
て
地
方
に
貯

511 

備

・
蓄
積
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
中
央
政
府
か
ら
い
え
ば
、
全
園
の
登
録
支
配
戸
数
を
把
握
す
る
こ
と
に
よ
り
、
単
純
計
算
に
よ

っ
て
そ
の

基
本
財
政
規
模
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
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代
と
の
劃
比
で
言
え
ば

ま
た
中
央
化
に
際
し
て
は
、
絹
一
匹
を
基
軸
単
位
と
し、

中
央
政
府
が
必
要
と
す
る
絹
以
外
の
物
資
・
反
物
に
換
算
し
て
貢
納
さ
せ
た
。
漢

西
E

日
戸
調
制
で
は
各
郡
園

各
郡
園
の
全
人
口
数
に
六
三
銭
を
乗
じ
て
公
賦
(
貢
献
)
額
が
決
定
さ
れ
た
の
に
針
し
、

の
支
配
戸
数
に

一
戸
あ
た
り
租
四
割

・
絹
三
疋
・

綿
三
斤
を
乗
じ
て
中
央
化
額
(
公
賦
)
を
決
定
し
た
。

源
の
構
成
か
ら
絹
を
基
軸
単
位
と
す
る
貢
納
へ

と
嬰
化
し
た
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
銭
を
基
軸
と
す
る
中
央
財

我
わ
れ
の
つ
ぎ
な
る
課
題
は
、
六
朝
期
中
央
政
府
に
よ
る
調
外
費
、
す
な
わ
ち
地
方
財
源
の
本
格
的
な
設
定
を
ふ
く
め
た
戸
調
制
の
展
開
形

態
の
究
明
で
あ
る
。

註(1〉

以
下
の
記
述
は
、
つ
ぎ
の
拙
稿
に
よ
る
。
①

「漢
代
の
財
政
運
営
と

図
家
的
物
流
」
(
『
京
都
府
立
大
祭
率
術
報
告
』
人
文
第
四
一
一
鋭
、

一
九

八
九
年
)
、

②

「
漢
代
更
卒
制
度
の
再
検
討
|
|
限
度
1

演
口
説
批
判

|

|
」

(
『
東
洋
史
研
究
』
第
五

一
程
第

一
一鋭
、
一
九
九
二
年〉
、
③

「漢
代
園
家
の
祉
曾
的
労
働
編
成
」

(『
段
周
戟
園
秦
漢
時
代
史
の
基

本
問
題
』
汲
古
書
院
、
二
O
O
一
年
)
。

(
2
〉
野
中
敬
「
貌
音
戸
調
成
立
孜
」
(早
稲
田
大
祭
大
同
学
院
『
文
拳
研
究

科
紀
要
』
別
加
第
一
四
集
、
一
九
八
七
年
〉
。

(

3

)

松
本
普
海
「
郷
保
組
織
を
中
心
と
し
た
る
唐
代
の
村
政
」

(
初
出

一

九
四
二
年
、

『
中
園
村
落
制
度
の
史
的
研
究
』
岩
波
書
庖
、
一
九
七
七

年〉
、
曾
我
部
静
雄
『
均
図
法
と
そ
の
税
役
制
度
』
(
講
談
社
、

一
九

五
三
年
、
第
二
寧
「
耳
目
の
土
地
税
役
制
度
」
)
参
照
。

(

4

)

西
嶋
定
生
「
貌
の
屯
田
制
|
l
特
に
そ
の
時
四
止
問
題
を
め
ぐ
っ
て

|
|
」
(初
出
一
九
五
六
年
、

『
中
園
経
済
史
研
究
』
東
京
大
皐
出
版

曾
、
一
九
六
六
年
〉
、

『
中
園
古
代
の
祉
曾
と
経
済
』
(
東
京
大
皐
出
版

舎
、

一
九
八

一
年
)
二
五
四
・

二
五
五
頁
。

(
5
〉
西
嶋
前
掲
註
(
4
〉
著
書
、
お
よ
び
藤
元
光
彦
「
『
戸
調
』
の
成
立
を

め
ぐ
っ

て
l
ll
特
に
貨
幣
経
済
と
の
関
連
を
中
心
に

||
」

(『立
正

史
問
時
十
』
第
六

一
鋭
、
一
九
八
七
年
)
。

〈

6
〉
堀
敏
一
『
均
田
制
の
研
究
』
第
二
章

「軸
窪
田
の
占
田

・
課
田
と
給
客

制
の
意
義
」
(
岩
波
書
庖、

一
九
七
五
年
〉。

(
7
〉
野
中
前
掲
註
(
2
〉
論
文
参
照
。

(
8
〉

貨
幣
経
済
か
ら
自
然
経
済
へ
の
嬰
化
と
い
う
図
式
が
も
っ
問
題
黙
に

つ
い
て
は
、
宮
津
知
之
「
貌
耳目南
北
朝
時
代
の
貨
幣
経
済
」
(『
鷹
陵

史
皐
』
第
二
六
鋭
、
二

O
O
O年
)
参
照。

(

9

)

重
近
啓
樹
『
秦
漢
税
役
陸
系
の
研
究
』
第
四
章

「
筏
役
の
諸
形
態
」

(
汲
古
書
院
、
一
九
九
九
年
)
。

(
叩
〉
以
上
の
記
述
は
、
拙
稿

「占
田

・
課
聞
の
系
譜
|

|
耳
目
南
朝
の
税
制

と
園
家
的
土
地
所
有
」
(
『
中
圏
中
世
史
研

究

績

篇
』
京
都
大
皐
摩

術
出
版
曾
、
一
九
九
五
年
)
を
前
提
と
し
て
い
る
。
諸
侯
(主
園
)
が
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戸
調
の
三
分
の
一
を
奉
秩
と
し
、
一
二
分
の
こ
を
公
賦
と
し
た
こ
と
は
、

『
宋
書
』
巻
四

O
百
官
志
下
王
園
僚
に
「
耳
目
江
左
諸
園
、
並
三
分
食

一
。
元
帝
太
輿
元
年
、
始
制
九
分
食

ご
と
あ
る
こ
と
か
ら
も
分
か

る
。
こ
の
記
事
を
は
じ
め
と
す
る
奮
の
主
園
の
奉
秩
制
度
に
つ
い
て
は

様
ざ
ま
な
解
穣
が
あ
る
。
小
論
の
理
解
と
は
や
や
異
な
る
が
、
そ
の
代

表
的
な
も
の
と
し
て
一
つ
あ
げ
る
と
す
れ
ば
、
藤
家
躍
之
助
「
西
耳
目
諸

侯
の
秩
車
中
」
(
『
漢
三
園
南
青
南
朝
の
田
制
と
税
制
』
東
海
大
皐
出
版

曾
、
一
九
八
九
年
、
第
二
章
第
三
節
)
が
あ
る
。

(
日
〉
『
貌
書
』
巻
二

O
食
貨
志
に
「
所
調
各
随
其
土
所
出
。
其
司
・

実
・
薙
・
華
・
定
・
相
・
泰
・
洛
・
聴
席
・
懐
・
究
・
険
・
徐
・
青
・

斉
・
済
・
南
預
・
東
究
・
東
徐
十
九
州
、
貢
綿
絹
及
称
。
幽
・
卒
・

井
・
態
・
岐
・
淫
・
荊
・
涼
・
梁
・
扮
・
秦
・
安
・
管
・
閥
・

夏

・

光
・
郵
・
東
奏
、
司
州
高
年
・
雁
門
・
上
谷
・
震
丘
・
康
容
:
卒
斉

郡
、
懐
州
郡
上
郡
之
長
卒
・
白
水
豚
、
青
州
北
海
郡
之
即
時
東
豚
、
卒
回
目

郡
之
東
武
・
卒
昌
豚
、
高
密
郡
之
昌
安
・
高
密
・
夷
安
・
勲
阪
豚
、

泰

州
河
東
之
蒲
坂
・
扮
陰
懸
、
東
徐
州
東
莞
郡
之
菖
・
諸
・
東
莞
勝
、
落

州
鴻
均
郡
之
蓮
司
師
称
、
威
陽
郡
之
寧
夷
豚
、
北
地
郡
之
三
原
・

雲
陽
・

銅
官
・
宜
君
蘇
、
肇
州
華
山
郡
之
夏
陽
師
師
、
徐
州
北
端
開
陰
郡
之
離
狐
・

墜
豚
、
東
海
郡
之
績
稔
・
裏
責
豚
、
皆
以
麻
布
充
税
」
と
あ
る
。
銭
大

断
『
二
十
二
史
考
異
』
巻
二
八
至
巻
三

O
「
貌
書
」
僚
を
参
照
し
、
地

名
を
改
め
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。

(
ロ
)
唐
長
孫
「
貌
青
戸
調
制
及
其
演
襲
」

2
ハ五

l
七
二
頁
)
、
堀
敏
一

前
掲
註
(
6
〉
論
文
七
二
J
七
三
頁
参
照
。
唐
は
、
こ
の
家
産
-
評
償
額
に

よ
る
差
等
枚
取
と
「
戸
調
之
式
」
記
載
の
定
額
表
示
と
の
矛
盾
に
つ
い

て
検
討
し
、
定
額
表
示
は
、
地
方
官
に
徴
枚
の
標
準
を
示
し
た
も
の
で

あ
っ
て
、
卒
均
敷
を
算
出
し
た
も
の
で
あ
る
と
論
じ
て
い
る
。
掘
の
見

解
も
基
本
的
に
は
唐
に
同
じ
で
あ
る
。
卒
均
数
に
も
と
づ
く
標
準
は
、

母
教
の
取
り
方
に
よ
っ
て
各
郡
鯨
で
異
な
っ
て
く
る
は
ず
で
あ
り
、
意

味
の
あ
る
解
穏
と
は
思
え
な
い
。
諸
家
の
戸
調
制
理
解
に
は
、
豚
段
階

に
お
け
る
直
接
的
な
戸
調
枚
取
と
郡
函
か
ら
中
央
政
府
へ
の
貢
納
段
階

と
の
区
別
が
決
定
的
に
飲
如
し
て
い
る
。
や
は
り
、
郡
園
に
課
せ
ら
れ

た
一
律
の
貢
納
基
準
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

最
近
で
は
張
皐
鋒
も
各
戸
の
資
産
の
高
低
に
肺
応
じ
て
九
品
に
分
け
て

徴
収
さ
れ
た
こ
と
を
述
べ
、
特
に
張
丘
建
『
算
経
』
の
記
載
に
よ
っ
て

九
等
の
戸
等
に
よ
る
牧
取
の
存
在
の
可
能
性
を
指
摘
し
て
い
る
(「
西

菅
の
占
田

・
課
田
・
租
調
制
の
再
検
討
」
『
東
洋
史
研
究
』
第
五
九
谷

第
一
務
、
ニ
O
O
O年
〉
。
張
丘
建

『算
経
』
に
は
成
立
時
期
の
問
題

が
あ
り
、
そ
の
記
載
内
容
が
西
菅
期
の
も
の
か
疑
わ
し
い
。
ま
た
西
耳
目

期
に
戸
等
制
が
存
在
し
た
か
ど
う
か
も
充
分
に
検
討
す
る
幹
跡
地
が
あ

ヲ心
。戸

等
制
の
成
立
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
草
野
靖
「
陪
初
戸
等
制
の
成

立
と
そ
の
意
義
」
ハ
『
一
踊
岡
大
拳
人
文
論
叢
』
(
上
〉
第
二
九
絵
図
説
、

一
九
九
八
年
、

ハ
中
)
第
三

O
巻
第

一
鋭
、
一
九
八
八
年
、

(下
)
第

一-一一

巻
第
一
鋭
、
一
九
九
九
年
)
が
あ
る
。
草
野
は
、

漢
代
か
ら
宋
代

に
ま
で
い
た
る
長
期
的
な
視
野
の
も
と
に
事
例
を
検
討
し
、
差
役
負
捻

と
の
関
連
を
重
視
し
て
階
初
に
そ
の
起
源
を
措
定
し
て
い
る
。

(
日
〉
戸
調
制
時
代
の
家
産
評
僚
が
ど
の
よ
う
に
貧
施
さ
れ
た
の
か
、

菅
代

の
記
録
は
残
っ
て
い
な
い
。
劉
宋
期
に
は
少
し
く
て
が
か
り
が
あ
る
。

『宋
書
』
巻
八
二
周
朗
俸
に
「
叉
取
税
之
法
、
宜
計
入
居
周
輪
、
不
感
以

質
。
云
何
、
使
富
者
不
憲
、
貧
者
不
錫
。
乃
令
桑
長
一
尺
、
園
以
魚
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償
、
田
進
一
畝
、
度
以
潟
銭
、

屋
不
得
瓦
、
皆
責
賃
貸
。
民
以
此
、
樹

不
敢
種
、
土
畏
妄
墾
、
棟
焚
椴
露
、
不
敢
加
泥
」
と
あ
る
。
家
産
評
債

の
封
象
は
、
桑
樹
・
耕
地
・
家
屋
が
そ
の
中
絞
で
あ
り
、
銭
額
表
示
で

あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

な
お
こ
の
よ
う
な
各
戸
の
家
産
評
債
を
貿
と
呼
び
、
評
償
額
の
多
寡

に
よ
っ
て
貧
富
の
差
等
を
決
め
た
り
、
官
職
就
任
の
制
限
を
加
え
た

り
、
租
税
調
加
除
を
施
行
す
る
こ
と
は
漢
初
以
来
存
在
し
た
。

漠
代
の
家

産
評
債
の
針
象
と
な
っ
た
の
は
、
た
と
え
ば
著
名
な
居
延
漢
備
問
中
の
陸

忠
簡
に
見
え
る
櫨
忠
の
家
産
評
債
は
、
奴
紳
・
車
・
馬
牛

・
田
宅
を
針

象
と
し
て
お
り
、
大
型
動
産
お
よ
び
不
動
産
で
あ
っ
た
。
こ
の
黙
に
つ

い
て
は
、
拙
者
『
中
園
古
代
社
曾
論
』
第

一
章
「
古
代
中
園
に
お
け
る

小
農
民
経
営
の
形
成
」
(
青
木
書
庖
、

一
九
八
六
年
)
を
参
照
さ
れ
た

い
。
こ
こ
に
は
詳
論
で
き
な
い
が
、
漢
六
朝
期
を
つ
う
じ
て
大
型
動
産

お
よ
び
不
動
産
の
銭
額
表
示
に
よ
る
家
産
評
償
額
が
貨
の
内
容
で
あ

り
、
こ
れ
に
も
と
・つ
い
て
貧
富
の
差
等
が
決
定
さ
れ
た
。
前
掲
註
(
ロ
)

草
野
論
文
(
下
)
は
、
漢
六
朝
期
の
資
産
評
債
に
つ
い
て
史
料
を
網
羅

し
て
お
り
、
そ
の
質
態
が
分
か
る
。

(

M

)

西
育
期
の
家
産
評
債
に
も
と
づ
く
課
税
に
か
か
わ
る
史
料
は
断
片
的

で
あ
る
が
、
西
奮
の
課
税
制
度
を
引
き
縫
い
だ
と
思
し
い
北
貌
の
事
例

は
、
地
方
に
お
け
る
課
税
次
元
で
は
貧
富
の
等
級
区
分
に
よ
る
課
税
が

質
施
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
明
示
し
て
い
る
。
『
貌
書
』
各
四
世
租
紀
上

延
和
三
年
(
四
三
四
)
二
月
僚
に
「
戊
寅
、
詔
目
、
・
・
・

今
回
方
順

軌
、
丘
(
革
漸
寧
、
宜
寛
箔
賦
、
輿
民
休
息
。
其
令
州
郡
豚
、
隠
括
貧

富
、
以
潟
三
級
。
其
富
者
租
賦
如
常
、
中
者
復
二
年
、
下
窮
者
復
三

年
。
刺
史
守
宰
、
嘗
務
室
卒
賞
、
不
得
阿
容
以
間
政
治
。
明
相
宣
約
、

威
使
関
知
」

と
あ
り
、
ま
た

『
貌
書』

各
四
世
租
紀
上
太
延
元
年

(四

三
五
)
僚
に
、
「
十
有
二
月
甲
申
、
詔
回
、
:
:
:
若
有
費
調
、
豚
宰
集

郷
邑
三
老
、
計
賀
定
謀
、
哀
多
盆
寡
、

九
品
混
通
、
不
得
縦
富
督
貧
、

避
強
侵
弱。

太
守
稜
検
能
否
、
覆
其
殿
最
、
列
言
属
州
。
刺
史
明
考
優

劣
、
抑
退
姦
吏
、
升
進
貞
良
、
品
回
議
奉
課
上
釜
」
と
あ
る
。
特
に
後
者

で
は
、
豚
令
が
農
村
の
三
老
と
家
産
評
債
の
う
え
課
税
額
を
決
定
す
る

に
際
し
、
貧
富
の
操
作
を
お
こ
な
っ
て
九
等
匿
分
を
混
飢
さ
せ
な
い
よ

う
殿
命
し
て
お
り
、
地
方
次
元
で
の
課
税
貸
態
を
明
示
し
て
い
る
。
こ

れ
を
援
用
し
て
西
菅
期
の
課
税
質
態
を
推
測
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

(
日
)
宮
崎
市
定

「
古
代
中
園
賦
税
制
度
」
(
『
ア
ジ
ア
史
研
究
』
第
て

一
九
五
七
年
、
七
四
頁

・
九
二
頁
)
、
山
田
勝
芳
「
漢
代
財
政
制
度
第

革
の
経
済
的
要
因
に
つ
い
て
」
(『
集
刊
東
洋
皐
』
第
一
一
一
一
鋭
、

一
九

七
四
年〉。

(
凶
)
『
漢
書』

巻
一
高
帯
紀
上
に
「
単
父
人
呂
公
善
柿
令
、
僻
仇
、
従
之

客
、
因
家
駕
。
柿
中
豪
傑
吏
閲
令
有
重
客
、
皆
往
賀
。
粛
何
気
主
吏
、

主
進
、
令
諸
大
夫
目
、
進
不
満
千
銭
、
坐
之
堂
下
。

高
温
潟
亭
長
、
素

易
諮
吏
、
乃
給
篤
謁
日
賀
銭
高
、
質
不
持
一
銭
。
謁
入
、
呂
公
大
驚
、

起
、
迎
之
門
」
と
あ
る
。

(
げ
)

『漢
書
』
巻
三
九
粛
何
列
俸
に

「
高
租
震
亭
長
、
常
佑
之
。
高
租

以
吏
郡
岬
威
陽
。
吏
皆
迭
奉
銭
三
、
何
濁
以
五
」
と
あ
り
、

顔
師
古
注
に

「
出
銭
以
資
行
他
、

人
皆
三
百
、
何
濁
五
百
」
と
あ
る
。

(
凶
)

『
漢
書
』

各
九
二
滋
侠
俸
に
「
原
渉
、
{子
E
先
。
祖
父
武一
帝
時
以
豪

祭
自
陽
調
僅徒
茂
陵
。
渉
父
哀
一帝
時
震
南
陽
太
守
。
天
下
段
富
、
大
郡
二

千
石
死
官
、
賦
紋
迭
葬
、
皆
千
古
円
以
上
、
妻
子
遁
共
受
之
、
以
定
産

業
」
と
あ
る
。
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(
凹
)
『
後
漢
書
』
循
吏
列
俸
第
六
六
王
決
俸
に
「
、
氷
元
十
五
年
、
従
駕
南

巡
、
還
魚
洛
陽
令
。
・
・
・
元
輿
元
年
、
病
卒
。
百
姓
市
道
、
莫
不
苔

嵯
。
男
女
老
壮
、
皆
相
輿
賦
数
、
致
実
酸
以
干
数
」
と
あ
る
。

(md
鎌
田
重
雄

「漢
代
熔
贈
考
」
(
『
秦
漢
政
治
制
度
の
研
究
』
第
三
編

第
七
章
、
日
本
皐
術
振
興
曾
、
一
九
六
二
年
〉
。

(
幻
〉
『
後
漢
書
』
孔
奮
列
停
第
一
一
一
に
「
備
局
既
卒
、
河
西
守
令
威
被
徴

召
、
財
貨
連
敏
、
菊
覚
川
津
。
唯
帯
回
無
資
、
車
車
就
路
。
姑
戚
吏
民
及

売
胡
更
相
謂
目
、
孔
君
清
廉
仁
賢
、
奉
豚
蒙
恩
、
如
何
今
去
、

不
共
報

徳
。
途
相
賦
数
牛
馬
器
物
干
高
以
上
、
迫
途
数
百
里
。
奮
謝
之
而
己
、

一
し
無
所
受
。
既
至
京
師
、
除
武
都
郡
丞
」
と
あ
る
。

(
幻
〉
『
史
記
』
径
一
一
一
六
滑
稽
列
停
猪
少
孫
補
記
に
「
貌
文
侯
時
、
西
門

豹
潟
町
制
令
。
豹
往
到
郷
、
曾
長
老
、
問
之
民
所
疾
苦
。
長
老
目
、
苦
魚

河
伯
安
婦
、
以
故
貧
。
豹
問
其
故
。
針
目
、
郷
三
老
・
廷
縁
、
常
歳
賦

数
百
姓
、
枚
取
其
銭
、
得
数
百
薦
、
用
其
二
三
十
世
間
信
用
河
伯
安
婦
、
輿

祝
亙
共
分
其
除
銭
持
婦
。
:
:
:
民
人
俗
語
臼
、
卸
不
魚
河
伯
安
婦
、
水

来
漂
淡
、
溺
其
人
民
一
玄
」
と
あ
る
。

(
お
)
三
老
は
、
漢
王
二
年
(
前
二

O
五
)
に
設
置
さ
れ
た
郷
官
で
あ
る
。

『
漢
書
』
巻
二
局
租
本
紀
高
租
二
年
二
月
僚
に
「
暴
民
年
五
十
以
上
、

有
傭
行
、
能
帥
衆
篤
善
、
置
以
潟
三
老
、
郷
一
人
。
揮
郷
三
老
一
人
魚

豚
三
老
、
輿
豚
令
丞
尉
以
事
相
敬
、
復
勿
係
成
。
以
十
月
賜
酒
肉
」
と

あ
る
。
な
お
三
老
に
つ
い
て
は
、
鷹
取
祐
司
「
漢
代
三
老
の
拙
変
化
と
激

化
」
(
『
東
洋
史
研
究
』
第
五
三
巻
第
二
鋭
、
一
九
九
四
年
)
参
照
。

(

M

A

〉
張
景
碑
(
永
田
英
正
編
『
漢
代
石
刻
集
成
・
本
文
篇
』
八

O
、
同
朋

舎
出
版
、
一
九
九
四
年
)
に
「
〔
府
告
宛
、
男
〕
子
張
景
記
言
、
府
南

門
外
勤
〔
農〕

土
牛
、
口
口
口
口
/
調
設
十
四
郷
正
、
相
賦
鍛
作
治、

弁
土
人
翠
采
廿
窟
屋
、
功
費
六
七
/
十
薦
、
重
労
人
功
、
吏
正
息
苦
、

願
以
家
銭
、
義
作
土
牛
上
瓦
屋
欄
楯
/
什
物
、
歳
品
腕
作
治
、
乞
不
信
用
豚

吏
列
長
伍
長
、
徴
設
小百師、

審
如
景

〔言
〕
/
施
行
復
除
、
俸
後
子

孫
、
明
検
匠
所
作
務
、
令
殿
、

事
畢
成
言
、
曾
廿
口

(
以
下
従
略
)」。

(
お
)

『
績
漢
書
』
躍
儀
志
上
第
四
に

「
立
春
之
目、

夜
漏
未
登
五
刻
、
京

師
百
官
皆
衣
青
衣
、
郡
歯
師
林
道
官
、
下
至
斗
食
令
史
、
服
青
償
立
青

幡
、
施
土
牛
耕
入
手
門
外
、
以
示
兆
民
、
至
立
夏
。
唯
武
官
不
。
:

:
」
と
あ
り
、
動
農
土
牛
は
、

漢
代
の
全
園
土
に
展
開
さ
れ
た
祭
紀
で

あ
る
。

(
お
)
『
漢
書
』
巻
八
三
醇
宣
俸
に
「
始
高
陵
令
楊
湛

・
様
陽
令
謝
務
皆
貧

滑
不
遜
、
持
郡
短
長
、
前
二
千
石
教
案
不
能
覚
。
及
宣
規
事

・
:
・
機
陽

令
滋
自
以
大
儒
有
名
、
軽
宣
。
宣
濁
移
室
回
顧
責
之
目
、
告
機
陽
令
。
吏

民
言
令
治
行
煩
苛
、
遁
罰
作
使
千
人
以
上
、
賊

(
賦
)
取
銭
財
数
十

蔦
、
給
矯
非
法
。
質
賃
聴
任
富
吏
、
貰
数
不
可
知
。
詮
験
以
明
白
、
欲

遺
吏
考
案
、
恐
負
奉
者
、
恥
辱
儒
土
。
故
使
嫁
卒
鈎
令
。
孔
子
日
、
陳

力
就
列
、
不
能
者
止
。
令
詳
思
之
、
方
調
守
。
滋
得
機
、
亦
解
印
綬

去
」
と
あ
り
、
顔
師
古
注
に
「
言
欽
取
銭
財
、
以
供
給
輿
造
非
法
之

用
」
と
あ
る
。
賦
取
の
原
文
は
、
賊
取
で
あ
る
が
、
顔
師
古
注
に
数
取

と
あ
る
。
践
を
叙
と
解
す
る
の
は
不
嘗
で
あ
っ
て
、
顔
師
古
の
見
た
テ

キ
ス
ト
は
本
来
賦
と
な
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。

(
幻
)

『後
漢
書
』
陳
寒
列
俸
第
五
二
に
「
復
再
遜
除
太
丘
長
:
・
:
・
以
桁
相

賦
数
違
法
、
及
解
印
綬
去
、

吏
人
追
思
之
」
と
あ
る。

(お〉

『
後
漢
書
』
左
雄
列
俸
第
五
一に

「郷
官
部
吏
、
職
斯
糠
湾
、
車
馬

衣
服
、
一
出
於
民
、
廉
者
取
足
、
貧
者
充
家
、
特
選
横
調
、
紛
紛
不

紹
、
迭
迎
煩
費
、
損
政
傷
民
。
和
気
禾
治
、
災
畠
圏
不
消
、
答
皆
在
此
。
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:
:
:
郷
部
親
民
之
吏
、
皆
用
儒
生
清
自
任
従
政
者
、
寛
其
負
算
、
増
其

秩
様
、
士
史
職
世
間
歳
、
宰
府
州
郡
乃
得
降
車
倍
。

如
此
、

威
一
崎
之
路
塞
、
虚

僑
之
端
紹
、
迭
迎
之
役
領
、
賦
敏
之
源
息
。

循
理
之
吏
、
得
成
其
化
。

率
土
之
民
、
各
寧
其
所
」
と
あ
る
。

(
ぬ
)
『
後
漢
書
』

丁
鴻
列
傍
第
二
七
に

「
是
時
賀
太
后
臨
政
、
憲
兄
弟
各

檀
威
柿
他
。
鴻
因
日
食
、

上
封
事
日
・
臣
愚
以
篤
左
官
外
附
之
臣
、
依

託
権
門
、
傾
閉ま
嗣
訣
、
以
求
容
娼
者
、
宜
行
一
切
之
談
。
閲
者
大
将
軍

再
出
、
威
振
州
都
、
莫
不
賦
数
吏
人
、
選
使
貢
献
。
大
将
軍
雄
云
不

受
、
而
物
不
還
主
、
部
箸
之
吏
、
無
所
畏
僚
、
縦
行
非
法
、

不
伏
罪

事
、
故
海
内
貧
旧
制
、
競
震
姦
吏
、
小
民
時
墜
、
怨
気
満
腹
」
と
あ
り、

ま
た
『
後
漢
書
』
衰
安
列
俸
第
三
五
に

「
和
一
帝
即
位
、
資
太
后
臨
朝
、

:
:
:
慾
・
景
等
日
盆
横
、
意
樹
其
穀
物
品
賓
客
於
名
都
大
郡
、
皆
賦
敏
吏

人
、
更
相
賂
迭
、
其
餓
州
郡
、
亦
復
望
風
従
之
」
と
あ
る
。

(ぬ〉

『
後
漢
霊
園
』
南
鐙
西
南
夷
列
俸
第
七
六
郊
都
夷
俸
に
「
安
一帝
元
初
一一
一

年
、
郡
徽
外
夷
大
羊
等
八
種
、
戸
三
蔦

一
千
、
口
十
六
蔦
七
手
六
百
二

十
、
慕
義
内
廊
。
時
郡
豚
賦
数
煩
数
、

五
年
、
各
夷
大
牛
種
封
離
等
反

昨
、
殺
途
久
令
」
と
あ
り
、
ま
た

『
後
漢
書
』
馬
援
列
俸
第
十
四
子
馬

防
俸
に
「
防
兄
弟
貴
盛
、
奴
楠
岬
各
子
人
己
上
、
資
産
E
倍
、
皆
買
京
師

膏
映
美
田、

:
:
:
歳
時
賑
給
郷
閤
故
人
、
莫
不
周
治
。
防
叉
多
牧
馬

畜
、
賦
徴
発
胡
。
帯
不
喜
之
、
数
加
謎
敷
、

所
以
禁
退
甚
備
、
由
是
権

勢
判
明
損
、
賓
客
亦
衰
」
と
あ
る
。
後
者
は
、
富
豪
に
よ
る
異
民
族
牧
奪

で
あ
る
。

(
紅
)
『
漢
書
』
径
七
昭
一
帝
紀
始
元
六
年

(
前
八

一
)
僚
に
「
秩
七
月
、
罷

権
酷
官
、
令
民
得
以
律
占
租
」
と
あ
り
、
そ
の
顔
師
古
注
に
「
占
謂
白

隠
度
其
賞
、
定
其
僻
也
。
土
口
Z
E

田
章
除
反
。
下
叉
言
占
名
数
、
其
義
並

向
。
今
猶
謂
獄
訟
之
弊
日
占
、
皆
其
意
也
。
蓋
武
帝
時
賦
叙
繁
多
、
律

外
而
取
、
今
始
復
醤
」
と
見
え
る
。

(
幻
)

『
渓
室
E
巻
九
九
王
葬
俸
中
天
鳳
三
年
(
後
二
ハ
)
僚
に

「卒
蟹
賂

軍
百
吋
茂
撃
句
町
、
士
卒
疾
疫
、
死
者
什
六
七
、
賦
数
民
財
什
取
五
、
盆

州
虚
耗
而
不
克
、
徴
還
下
獄
死
。
更
遣
寧
始
将
軍
廉
丹
輿
庸
部
牧
史
熊

撃
句
町
、
頗
斬
首
、
有
勝
。
努
徴
丹

・
熊
、
丹

・
熊
願
盆
調
度
、
必
克

乃
還
。
復
大
賦
数
。
就
都
大
岩
ノ鴻
英
不
肯
給
、
上
言
、
自
越
溺

・
途

久
・
仇
牛

・
同
亭
・
邪
豆
之
属
反
昨
以
来
、
積
且
十
年
、
郡
豚
距
撃
不

己
。
績
用
鴻
茂
、

有
施
一
切
之
政
。
焚
道
以
南
、
山
険
高
深
、
茂
多
厳

衆
逮
居
、
費
以
億
計
、
吏
土
離
毒
気
死
者
什
七
。
今
丹

・
熊
懐
於
自
読

期
曾
、

調
設
諸
郡
丘
(
穀
、

復
醤
民
取
其
十
四
、

空
破
梁
州
、
功
物
お
不

途
。
宜
罷
兵
屯
田
、
明
設
勝
賞
。
葬
怒
、
菟
英
官
。

後
頗
鹿
児
落
田
、
英

亦
未
可
厚
非
。
復
以
英
篤
長
沙
連
卒
L

と
あ
る
。

な
お
、
調
の
車
濁
の
用
例
と
し
て
は
、
奥
楚
七
園
の
鋭
に
嘗
っ
て
、

景
一帝
と
晃
錯
と
が
兵
卒
・
軍
糧
の
調
裂
を
検
討
し
た
と
い
う
事
例
が
あ

る
(
「
呉
楚
七
園
倶
反
、
以
訣
錯
潟
名
。

上
輿
錯
議
出
軍
事
、
:
:
:
上

方
輿
錯
調
兵
食
」
『
漢
書
』
巻
四
九
晃
錯
停
〉
。
こ
の
調
に
つ

い
て
、

顔
師
古
は
、

「
調
と
は
計
り
て
之
を
援
す
る
を
謂
う
な
り
(
調
謂
計
愛

之
也
)
」
と
注
解
し
て
い
る
。
調
は
、
計
査
的
に
兵
卒

・
軍
糧
を
徴
愛

す
る
こ
と
で
あ
る
が
、
こ

の
場
合
、
調
度
に
よ
る
運
営
で
あ
る
か
否
か

は
不
明
で
あ
る
。

(
お
)

『
漢
書
』
各
九
九
王
葬
停
下
天
鳳
六
年
(
後
一
九
)
僚
に
「
而
旬
奴

冠
透
甚
。
葬
乃
大
募
天
下
丁
男
及
死
罪
囚
・
吏
民
奴
、
名
目
猪
突
再
開

勇
、
以
篤
鋭
卒
。

一
切
税
天
下
吏
民
、
醤
三
十
取
一
、
線
南
皆
総
長

安
。
・

・
・翼
卒
達
率
回
況
奏
郡
肝
開
山
富
民
不
賞
、
葬
復
三
十
税

一
。
以
況
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忠
言
憂
圏
、
進
爵
信
用
伯
、
賜
銭
二
百
高
。
衆
庶
皆
雪
之
」
と
あ
る
。

(川品〉

『
漢
書
』
巻
七
八
粛
釜
之
俸
に
「
是
歳
西
発
反
、

漢
遺
後
将
軍
征

之
。
京
兆
予
張
倣
上
書
言
、
(
趨
)
充
園
兵
在
外
、
軍
以
経
夏
(
二
句

奮
作
園
兵
在
外
軍
以
夏
。
今
援
王
念
孫

『議
書
雑
士
山
』
四
漢
書
第
十
二

所
設
而
改
正
)
、
設
隠
西
以
北
・
安
定
以
西
吏
民
、
並
給
鱒
輪
、
田
事

頗
慶
、
素
無
徐
積
、
錐
発
虜
以
破
、
来
春
民
食
必
乏
。
窮
僻
之
慮
、

国貝

亡
所
得
、
勝
官
殺
度
不
足
以
振
之
。
願
令
諸
有
罪
、
非
盗
受
財
殺
人
及

犯
法
不
得
赦
者
、
皆
得
以
差
入
穀
此
八
郡
煩
罪
。
務
盆
致
穀
以
激
備
百

姓
之
急
。
事
下
有
司
。
望
之
輿
少
府
李
彊
議
以
魚
、
:
:
:
古
者
減
於

民
、
不
足
則
取
、
有
徐
則
議
。
詩
臼
愛
及
衿
人
、
哀
此
鯨
寡
。
上
憲
下

也
。
叉
回
、
雨
我
公
団
、
途
及
我
私
。
下
急
上
也
。
今
有
西
透
之
役
、

民
失
作
業
、
雌
戸
賦
口
敏
以
賂
其
困
乏
(
顔
師
古
注
「
率
戸
而
賦
、
計

口
而
数
也
」
)
。
古
之
通
義
、
百
姓
莫
以
震
非
」
と
あ
る
。

(
日
山
〉
翠
籍
の
語
は
、
他
に
も
い
く
つ
か
例
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、

『漢

書
』
巻
一
二
塁
帝
紀
緩
和
二
年
(
前
七
)
秋
篠
に
「
詔
日
:
:
:
廼
者
河

南
・
穎
川
郡
水
出
、
流
殺
人
民
、
壊
敗
座
会
。
険
之
不
徳
、
民
反
蒙

事
、
験
甚
憾
z-m
。
己
遺
光
旅
大
夫
循
行
奉
籍
、
賜
死
者
棺
銭
、
人
三

千
」
と
あ
り
、
そ
の
顔
師
古
注

「
血
中
其
名
籍
也
」
と
あ
る
。
帳
簿
を
作

成
す
る
こ
と
で
あ
る
。

(
お
)
『
績
漢
書
』
百
官
士
山
の
記
載
は
本
注
と
し
て
記
さ
れ
た
部
分
に
あ

る
。
と
の
本
注
は
、
「
官
簿
」
「
百
官
簿
」
と
呼
ば
れ
る
文
献
に
よ
っ

て
注
記
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
光
武
一
帝
期
の
制
度
を
模
範
と
す
る
後
漢

期
の
制
度
を
記
し
た
も
の
で
あ
る
。
『
繍
漢
書
』
百
官
士
山
第
二
四
序
に

「
唯
班
固
著
百
官
公
卿
表
、
記
漢
承
秦
置
官
本
末
、
詑
子
玉
葬
、

差
有

傑
貫
。
然
皆
孝
武
高
官
康
之
事
、
叉
職
分
未
悉
。
世
租
節
約
之
制
、
宣
告
尉

常
憲
、
故
依
其
官
簿
、
粗
注
職
分
、
以
魚
百
官
士
山
」
と
あ
り
、
劉
昭
注

に
「
臣
昭
目
、
本
士
山
既
久
是
注
目
百
官
簿
、
今
昭
叉
採
異
問
、
倶
信
用
細

{子
、
如
或
相
官
、
業
態
注
本
注
、
尤
須
分
園
駅
、
故
凡
是
沓
注
、
通
信
同
大

書
、
稽
本
注
目
、
以
表
其
呉
」
と
あ
る
。
『
漢
書
』
各

一
九
上
百
官
表

に
は
、
「
沓
夫
職
務
訟
枚
賦
税
」
と
あ
る
の
み
で
あ
る
。

こ
の
他
、
後
漢
期
初
に
家
産
評
債
額
に
よ
っ
て
貧
富
の
差
等
を
決

め
、
賦
微
を
か
け
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
『
後
漢
書
』
劉
卒
列
停
第
二

九
に
「
奔
全
淑
長
、
政
有
思
惑
、
百
姓
懐
感
、
人
或
増
質
就
賦
、
或
滅

年
従
役
」
と
み
え
る
。

(
初
出
)
『
後
漢
書
』
順
一
帝
紀
第
六
永
和
六
年
七
月
傑
に
「
詔
俵
民
有
賞
者
戸

銭
一
千
」
と
あ
る
。

(
お
)
賦
叙
と
の
関
連
は
な
い
が
、
後
漢
初
期
に
は
租
調
な
る
言
葉
が
出
現

す
る
。

『後
漢
書
』
明
帝
紀
第
二
中
元
二
年
(
五
七
)
僚
に

「
秋
九

月
、
焼
嘗
売
窓
陥
西
、
敗
郡
兵
於
允
街
。
赦
橋
西
囚
徒
、
減
罪
一
等
、

勿
枚
今
年
租
調
。
叉
所
設
天
水
三
千
人
、
亦
復
是
歳
更
賦
」
と
あ
る
。

こ
の
租
-調
は
、
孤
立
し
て
出
て
き
た
も
の
で
あ
り
、
何
を
意
味
す
る
の

か
不
明
で
あ
る
。
調
字
は
誤
篤
の
可
能
性
も
あ
る
。

(
鈎
〉
こ
の
前
年
に
は
土
地
保
有
者
か
ら
税
銭
を
枚
取
し
て
お
り
、
田
租
の

解
慢
が
始
ま
っ
て
い
る
。

『後
漢
書
』
桓一一帝紀
第
七
延
烹
九
年
僚
に

「
八
月
戊
辰
、
初
令
郡
園
有
田
者
畝
数
税
銭
(
李
賢
注
、
畝
十
銭
也
)
L

と
あ
る
。
た
だ
し
田
租
制
度
は
漢
末
に
至
る
ま
で
維
持
さ
れ
て
お
り
、

臨
時
の
枚
取
で
あ
ろ
う
。
次
注
参
照
。

(
州
制
)
田
租
は
、
鐙
脅
中
卒
元
年
(
一
八
四
)
ま
で
確
認
で
き
る
。

『
後
漢

書
』
皇
甫
嵩
列
停
第
六
一
に
「
以
責
巾
既
卒
、
故
改
年
篤
中
卒
。
嵩
奏

請
糞
州
一
年
田
租
、
以
賂
飢
民
、

一帝
従
之
」
と
あ
り
、

更
賦
も
ま
た
鐙
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帯
期
ま
で
確
認
で
き
る
。
『
後
漢
書
』
南
鐙
西
南
夷
列
侮
第
七
六
に

「
鐙
一
帝
光
和
三
年
(
一
八

O
)、
巴
郡
板
楯
復
叛
、
:
:
・
帯
欲
大
渡
兵
、

乃
間
金
州
計
吏
、
考
以
征
討
方
略
。

漢
中
上
計
程
包
針
回
、
:
:
:
近
盆

州
郡
鋭
、
太
守
李
額
亦
以
板
橋
討
市
卒
之。

忠
功
如
此
、
本
無
悪
心
。

長
吏
郷
亭
、
更
賦
至
重
、
僕
役
釜
楚
、
過
於
奴
虜
、
亦
有
嫁
妻
賀
子
、

或
乃
至
自
頚
割
。
雄
陳
寛
州
郡
、
而
牧
守
不
信
用
通
理
。
関
庭
悠
選
、
不

能
自
問
。
含
怨
呼
天
、
叩
心
窮
谷
。
愁
苦
賦
役
、
困
羅
酷
刑
。
故
口
巴
落

相
琢
訳
、
以
致
叛
戻
。
非
有
謀
主
鵬
首
抗
、
以
因
不
軌
。
今
但
選
明
能
牧

守
、
自
然
安
集
、
不
煩
征
伐
也
。
-帝
従
其
言
」
と
あ
る
。

な
お
、
貢
献
・
委
総
・
調
度
を
中
核
と
す
る
経
常
的
財
務
運
営
が
建

安
年
聞
に
も
持
協
相
し
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
前
掲
註
(
1
〉
拙
稿
①

参
照
。

(
H
U
)

『
三
園
志
』
巻
一
武
一
帝
紀
建
安
九
年
僚
に
「
九
月
、
令
目
、
河
北
羅

裳
氏
之
難
、
其
令
無
出
今
年
租
賦
。
重
豪
彊
策
弁
之
法
、

百
姓
喜
悦
。

天
子
以
公
領
実
州
牧
、
公
認
還
充
州
」
と
あ
り
、
そ
の
裳
松
之
注
に

「
貌
書
載
公
令
目
、
有
園
有
家
者
、
不
怠
寡
而
息
不
均
、
不
患
貧
而
患

不
安
。
愛
氏
之
治
也
、
使
豪
彊
憧
窓
、
親
戚
粂
弁
。
下
民
貧
弱
、
代
出

租
賦
、
街
欝
家
財
、
不
足
懸
命
。
審
配
宗
族
、
至
乃
磁
匿
罪
人
、

信用遁

逃
主
。
欲
望
百
姓
親
附
、
甲
兵
彊
盛
、
笠
可
得
邪
。
其
枚
目
租
畝
四
升

(
斗
)
、
戸
出
絹
二
匹
、
綿
二
斤
而
己
、
他
不
得
撞
輿
設
。
郡
園
守
相

明
検
察
之
、
無
令
彊
民
有
所
隠
蔵
、
而
弱
民
量
点
賦
也
」
と
見
え
る
。

「
田
租
畝
四
升
L

は
四
斗
の
誤
り
で
あ
ろ
う
。

こ
の
黙
に
つ
い
て
は
、

張
準
鋒
「
曹
貌
租
調
制
度
に
つ
い
て
の
一
考
察
|
|
特
に
そ
の
租
額
問

題
を
中
心
と
し
て
|
|
」
(
『
史
林
』
第
八
一
谷
第
六
鋭
、
一
九
九
八

年
)
に
詳
細
な
考
査
が
あ
る
。

(
m
M

〉

『三
園
志
』
巻
二
三
越
餓
俸
に

「
建
安
二
年
(
一

九
七
)
、
年
二
十

七
、
途
扶
持
老
弱
詣
太
租
。
太
租
以
綴
篤
朗
陵
長
。
豚
多
豪
猪
、
無
所

畏
忌
。
:
:
:
時
裳
紹
奉
兵
南
優
、
遺
使
招
誘
務
州
諸
郡
、

諸
郡
多
受
其

命
。
惟
陽
安
郡
不
動
、
而
都
尉
李
通
念
録
戸
調
。
綴
見
通
日
、
方
今
天

下
未
集
、
諸
郡
並
叛
、
懐
附
者
復
枚
其
綿
絹
、
小
人
祭
鋭
、
能
無
遺

恨
。
且
遠
近
多
虞
、
不
可
不
詳
也。

通
目
、
紹
興
大
将
軍
相
持
甚
急
、

左
右
郡
鯨
背
叛
乃
爾
。
若
綿
絹
不
調
迭
、
観
聴
者
必
謂
我
顧
室
、

有
所

須
待
也
。
鍛
日
、
誠
亦
如
君
慮。

然
嘗
権
其
軽
重
、
小
緩
調
、
嘗
畳間君

穣
此
患。

乃
書
輿
萄
時
四
日、

今
陽
安
郡
営
迭
綿
絹
、

道
路
銀
阻
、
必
致

定
害
。
百
姓
困
窮
、
都
城
並
叛
、

易
用
傾
蕩
、
乃
一
方
安
危
之
機
也
。

且
此
郡
人
執
守
忠
節
、
在
険
不
葉
。
微
善
必
賞
、
則
震
義
者
動
。差同
居周

園
者
、
磁
之
於
民
。
以
信用園
家
宜
垂
慰
撫
、
所
数
綿
絹
、
皆
停
還
之。

惑
報
目
、
純
白
曹
公
、
公
文
下
郡
、
綿
絹
悉
以
遠
民
。
上
下
歓
喜
、
郡

内
途
安
」
と
あ
る
。

陽
安
郡
に
つ
い
て
は
、

『
三
園
志
』

巻
一
八
李
逼
俸
に
「
建
安
初
、

通
基
衆
詣
太
租
於
許
。
奔
通
振
威
中
郎防柑
、
屯
汝
南
西
界
。
太
組
討
張

繍
、
劉
表
選
兵
以
助
繍
、

太
租
軍
不
利
。
通
将
兵
夜
詣
太
租、

太
租
得

以
復
戦
。
通
信
用
先
登
、
大
破
繍
軍。

奔
縛
将
軍、

封
建
功
侯
。
分
汝
南

二
豚
、
以
通
信
尉
陽
安
都
尉
」
と
見
え
る。

(
必
)

『
三
園
士
山
』
巻

二
一
何
挺
俸
に
「
建
安
二
年
、
袈
終
還
郷
里
、
度
術

必
急
迫
、
乃
開
行
得
充
、
明
年
到
本
郡
。
頃
之
、
太
租
僻
篤
司
空
嫁

廊
。
:
:
:
遷
長
庚
太
守
:
:
:
是
時
太
租
始
制
新
科
下
州
郡
、

叉
枚
租
税

綿
絹
。
袈
以
郡
初
立
、
近
以
師
放
之
後
、
不
可
卒
縄
以
法
、
乃
上
言
臼

:
:
。
太
租
従
其
言
」
と
あ
る
。

『三
園
士
山
』
巻
九
曹
洪
停
裳
松
之
注
引
『
貌
略
』
に
「
初
、
太
租
居
周
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司
空
時
、
以
己
率
下
。
毎
歳
設
調
、
使
本
勝
卒
質
。
予
時
議
令
卒
洪
貸

財
、
興
公
家
等
。
太
租
目
、
我
家
賃
那
得
如
子
廉
耶
」
と
あ
る
。

ハM
W

〉
『
後
漢
書
』
仲
長
統
列
停
第
三
九
引
『
昌
言
』
損
金
篇
に
「
夫
薄
史

旅
以
堕
軍
用
、
縁
於
秦
征
諸
侯
、
績
以
四
夷
。
漢
承
其
業
、

途
不
改

更
。
危
園
飢
家
、
此
之
由
也
。
今
回
無
常
主
、
民
無
常
居
。

吏
食
日

葉
、
班
糠
土
木
定
。
可
震
法
制
、
重
一
定
科
、
租
税
十
一
、
更
賦
如
奮
。

今
者
土
康
民
稀
、
中
地
未
墾
。
雌
然
、
猶
嘗
限
以
大
家
、
勿
令
過
制
。

其
地
有
草
者
、
童
日
官
田
、
カ
堪
農
事
、
乃
聴
受
之
。
若
聴
其
白
取
、

519 

後
必
震
姦
也
」
と
あ
る
。

〈日叩)

『
後
漢
書
』
仲
長
統
列
停
第
三
九
に
「
仲
長
統
、
字
公
理
、
山
陽
高

卒
人
也
。
少
好
皐
、
博
渉
書
記
、

賂
於
文
僻
。
年
二
十
絵
、
務
皐
青

・

徐

・
弁
・

実
之
閥
、
輿
交
友
者
多
異
之
。
・
:
・
向
書
令
萄
議
開
統
名
奇

之、

奉
信
用
向
書
郎
。
後
参
丞
相
曹
操
軍
事
。
毎
論
説
古
今
及
時
俗
行

事
、
仮
設
憤
歎
息
。
因
著
論
名
目
昌
言
。

凡
三
十
四
篇
十
徐
高
言。

献

脅
遜
位
之
歳
、
統
卒
、
時
年
四
十
ご
と
あ
る
。
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the emperor, was succeeded by the Yuan, with its Surveillance Commission

subordinate to the Censorate, the ｅχistenceof the intermediate Jin system

described above cannot be overlooked｡

　　

Behind the implementation of the reforms carried out in the reign of

Zhang-zong, characterized by the formation of the Judicial Commission,

was the intention of fortifyingthe authority of the emperor and controlling

the traditionalholders of centralpower such as the Khitan, Bohai, and Han

peoples, as well as other members of the imperial clan. These traditional

forces,who had nearly monopolized the highest ranks of the Censorate with

its surveillance function prior to the reign of Zhang-zong, objected to the

implementation of reforms, and there were attempts to do away with the

Judicial Commission. However, with the decision to follow in the path of

successive dynasties by assuming the mantle of authority of the Northern

Song taken in the Discussions on the Cyclical Domination of the Power or

Virtue徳運議, the separation of the authority of regional surveillance from

the Censorate with the establishment of the Judicial　Commission, the

foundation of Princely Establishments 王府官, and the elimination of the

Bohai power holders, succession of the Liao dynasty system was rejected

and the authority of traditionalpower holders was erased. In this manner,

the decision to succeed the Northern Song taken in the Discussions on the

Cyclical Domination of the Power or Virtue legitimized the various reforms

of Zhang-zong that had been designed to firmly establish the authority of

the emperor through the adoption of the Northern-Song system.

THE ESTABLISHMENT OF THE HOUSEHOLD TAXATION

　　　　　

SYSTEM： FROM FU-LIAN TO ＨＵ･DIAO

　　　　　　　　　　　

Watanabe Shin'ichiro

　　

In this article l argue that the household tａχationsystem 戸調制of the

Western Jin西晋had its roots in the Han dynasty method of procuring

resources that was called fu-lian 賦斂. In order to arrive at this conclusion,

ｌ considered three points.

　　

Firstly, I considered the content of the Han fu-lian system. Fu-lian is
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a broad term with extremely wide range of usages. Four meanings can be

distinguished; first,the custom of pooling resources for food; second,

procurement of resources to cover the cost of religious rites by regional

governments or regional society;three, the confiscation of the produce of

peasants or subordinates by regional officials;four, the irregular procure-

ment of resources to cover operating costs by the central government.

　　

Secondly, I considered the process of the creation of the household

taxation system out of irregular procurement of resources to cover operating

costsby the Han centralgovernment. The fu-lian,which served to procure

resources on an irregular basis for the centralgovernment, had begun in the

ｅ「aof Wu-di 武帚of the Former Han, spread nation wide by the time of

Wang Mang 王莽, and eventually came to be associated with the regular

procurement system 調度制度. The fu-lian,which had thus been tiedto the

procurement system, was itselfregularized in the period of the Later-Han

and reached the point where it too was understood as ａ part of system

being referred to by the term diao 調, procurement. This system amounted

to directcollectionfrom farmers that was applied toindividual households

on the basis of the evaluation of the farmer's produce, and there were also

those who provided cloth to the territorialadministrations as opposed to the

central government. This indicates that the system already partook of the

characteristicsthat may justly be called those of the household tａχation

system.

　

The Han fu-Iian,which eventually came to be known by the term

diao, was transformed in the late Han under the Cao Cao 曹操regime

into the household tａχsystem based on the establishment of ａ standard of

uniform tａχationapplied to individual households.

　　

Thirdly, I consider the process of transformation from the Han tａχ

collectionsystems of fieldlevies 田租and various forms of capitation更賦

to the household tａχationunder Cao Cao and the Western Jin.　The

household tａχationsystem of the Wei was implemented over a period of two

years from the firstyear of the Jian-an建安era (196) throughout the core

Ｙａｎ-ｚhoｕ克州region (Henan) and　finally　expanded to You-zhou 幽州

and Ji-zhou翼州(Hebei), which had formerly been under the sway of

Yuan Shao袁紹, in the ninth year of the Jian-an era (204).　During the

Jian･an era, both the fieldlevy and geng-fu 更賦of the Han dynasty

and the fieldlevy and household tａχationsystems of the Cao Cao regime
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operated concurrently. With the destruction of the Han dynasty and the

foundation of the Wei, the household tａχationsystem became the ｏ伍cial

system for procuring funds for the centralgovernment under the Wei. The

household tａχationsystem formally replaced the various forms of Han

capitation(geng-qian更銭, suan-qian算錆, and kou-qian 口銭), but, in fact,

it grew out of the fu-lian system that had developed outside the ｏ伍cial

system. The ｈｏｕsｅ･holdtaxation system of the Western Tin amounted to the

deployment of the Wei household tａχationsystem on ａ nation-wide scale.

THE GENERATION OF THE CONCEPTION OF ORTHODOXY

　

WITHIN THE SCHOOL OF ZHU XI DURING HIS LATTER

　　　

YEARS ：Lt)zu JIAN AND THE LECTURES OF ZHU

　　　　　　　　　　　　

XI AND HIS DISCIPLES

ICHIKI Tsuyuhiko

　　

In this article ｌ consider the lectures on the Ｚｈｏｎｇ-ｙｏｎｅ中庸and

the Ｍｅｎｇ-ｚｉ孟子based on the correspondence between Zhu χi 朱熹and

Lu Ｚｕ･iian呂祀倹, the younger brother of Lii Zu-qian 呂組謙, and the

criticism of the lectures by the followers of Zhu χi such ａｓ　ＷａｎRen-jie

萬人傑and Wu Bi-da 呉必大, as well as Zhu Xi himsel£

　　

With the spread of ａ conventional understanding of Zhu χi such as that

seen in the Si ｓｈｕji ％ｈｕ四書集注, there were created the circumstances

under which those who endorsed this view and those who held different

interpretations could exchange views with Zhu χｉ on the basis of this

prevalent understanding. As matters progressed, there appeared thinkers

who, deeply immersed in this conventionalized understanding of Zhu χi，

attempted to copy the master and replicate this thought. The impetus for

replication arose in the minds of these various individuals. At the same

time, one　also　witnesses　the　phenomenon　of　Zhu　χi　promoting　the

formation of this ardor by approving the comments of his disciples in the

give and take of arguments.　The consciousness　of carrying on　the

authentic teaching of the master, which included an emotional component,

was thus created, and thereby ａ sense of the ｏｒthodoχ succession of Zhu

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

－42－


